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はじめに 

全国で社会問題化している空き家の数が 840 万戸を超える勢いで空き家が増加しています。空家等対

策の推進に関する特別措置法(以後空家法)が公布され 5年が経ちました。 

空き家という所有物(財産権)に対して、空家法の公布により行政が関与することになりました。 

「隣の空き家の屋根瓦が落ちそうだ、空き家の樹木が繁茂し越境して困っている、なんとかしてくれ」近

隣住民からの通報。民と民の問題で行政は関与しません。双方で解決してくださいで終わっていたはず

が、空家法の施行により行政が今まで経験したことのない「空き家問題」に関与することになりました。 

中核市や大都市部の比較的大きな市町では建築主事がおり、即時判断出来る建築行政が行われている

ところでは「空き家対策」を建築行政の拡大版と捉え、指導する立場の職員が常駐している。それに対し

て地方の人口５万以下の市町村には建築主事はもとより建築技術者(建築士)が在籍しない市町村が多く

存在している。人口が減少する中で、地方財政はさらに逼迫している状況にあり「空き家対策専門部署」

を設置するための人員配置は不可能に近い状態である。 

法律を施行するための「窓口」を作らなければならない、空家等対策計画も作らなければいけない、空家

等対策協議会も設置しなければならない、住民からの通報(苦情)も処理しなければならない、仕事はそ

れだけではなく当然他業務も兼務して行っている。昨年事業開始時（令和 1 年 8 月時）の岐阜県市町村

平均空き家担当者数(管理職除く)2.0 人。1人で空き家対策に奔走している担当者。そんな姿が浮かんで

きました。今回事業に協力していただきました（一社）全国空き家相談士協会テキストでは空き家相談士

が行うのは「総合相談」（入口）、専門家・専門士が行うのは「専門相談（出口）と位置付けています。 

地方の「空き家問題」の本質は「空き家が流通化していかない」ここを解決しないと進みません。 

「不動産業者に相談したら断られた」「高齢で資力がなく解体ができない」「相続人が多数で同意ができ

ない」「所有者の一部が不明」などなど、複数の専門家の協力がないと解決できないものばかりです。 

「空き家」を物(不動産)と人(権利)に仕分けをして、どの専門家に何をしてもらうのかを判断し、素早く

繋いでいくことが「空き家相談士」の仕事です。本事業では「空き家の入り口」＝「行政の窓口」と位置

付け、暗い（不安）トンネルの入り口に来たが、出口の明かりが見えないでいる、多くの高齢空き家所有

者に明かりが見えるアプローチができる「行政の空き家担当者」を育成する空き家相談士サブテキスト

（ちゃんぺら）を作成しました。 

 

 

令和 2年 2月 

 

特定非営利活動法人 岐阜空き家・相続共生ネット 

理事長 名和泰典 
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■行政の空き家担当窓口対応 

１．行政の空き家担当窓口での「空き家相談」とは何か？ 

  ①空家特措法に沿った指導（特定空家等） 

  ②空き家の適正管理・利活用対応（特定空家等を除く） 

  ③空き家の苦情受付・予防対応（通報物件・空き家予備軍） 

 

２. 行政空き家担当窓口求められる「空き家相談」とは 

  ①総合的な空き家相談（入口相談） 

  ②専門家（専門士・専門職）に引き継ぐ体制（出口相談にむけて） 

  ③行政の空き家相談範囲を明確にした対応（空家等対策計画） 

● 総合相談と専門相談の違い 

 相談員 対応 

総合相談（入口相談） 
空き家相談士 

（行政・民間） 

相談者の幅広い悩みを聞き、方向性を探る。 

➠ 選択肢の提供、専門家への道筋をつける 

専門相談（出口相談） 専門士業 相談者の専門的な解決を業務として行う。 

 

● 空き家相談士と専門士業の違い 

 長所 短所 

空き家相談士

（民間認定資格） 

・空き家の幅広い知識を持っている 

・専門士の業務に精通していて、空き家

相談者と専門士とのコーディネイト

役を担うことができる 

・相談者目線で話を聞ける 

・フットワークが良い 

・空き家相談士としての立ち位置がない 

・空き家相談士（民間）のビジネスモデ

ルが確立していない 

・空き家相談士の能力にばらつきがあ

る。 

 

専門士業 

（専門家） 

・的確な依頼次第では、専門分野での正

確な仕事が期待できる 

・相談者の信頼感が得やすい 

・専門家をコーディネイトできれば大き

な力になる 

・個々に高い能力持った専門家が多い 

・スピード感に欠ける 

・空き家問題への関心がない人が多い 

・多くが個人事業主 日々に業務に追

われていて、忙しい 

・法律による士業の規制があり、融通

性に欠ける 

・連携が不得意 

 

● 総合相談員の役割 

①正確な情報取集 （聞き取り）（幅広い知識） 

②総合的な判断 （問題・課題の整理）（選択肢の提供） 

③適正な専門家への見極め （方向性）（何を依頼）（スピード感） 
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１）内部組織 

担当組織名 調査等できること 空き家相談対応 

空き家 

（     ）課 

・空家等対策計画にもとづいた調査、指導 

・空家等対策計画（空家等対策協議会・特定空家等） 

・空き家バンクの運営 

・総合相談窓口（相談・通報・苦情） 

 

･適正管理②③⑥⑧ 

･流通･活用⑥⑧⑨⑭⑮

⑯⑱ 

･管理不全③④⑦ 

税務・戸籍 

（     ）課 

・空き家所有者の住民票、戸籍調査 

・死亡届提出時の所有不動産不動産について誘導啓発 

・固定資産台帳記載の納税義務者の住所・氏名・連絡 

 先 

・未登記建物確認（本人確認要） 

･予防④ 

･適正管理⑦ 

･流通･活用④⑬ 

･管理不全⑩⑪ 

建築・都市計画 

（     ）課 

・空き家（建築物）種類（1号から 4号）確認 

・建築物の法的確認（違法・既存不適格） 

・都市計画に係る調査（市街化・市街化調整・用途地 

 域・開発規制等） 

･流通･活用①⑪⑫ 

･管理不全① 

道路管理 

（     ）課 

・建築基準法の道路確認又は接道の種類 

・公道、私道の確認、私道の管理者、囲繞地確認 

・過去の道路管理状況 

･適正管理⑤ 

･流通･活用② 

移住推進 

（     ）課 

・空き家バンクによる移住者への物件紹介 

・移住体験住宅の紹介や体験住宅管理状況 

 

･流通･活用⑯ 

生活環境 

（     ）課 

・空き家敷地内の不法投棄 

・動産（いわゆる家庭ごみ）の処分について 

･流通･活用⑩ 

･管理不全⑨ 

農業委員会 

農業政策 

（     ）課 

・農地付き空き家の基準「別段の面積」について 

・相続農地調査（賃貸借・放棄地） 

・空き家に棲みつく小動物の処理について 

･流通･活用⑦ 

･管理不全⑥ 

高齢福祉 

（     ）課 

・施設入居時の居宅管理➠空き家化による管理不全防 

 止や予命期から死後対策啓発について 

･予防①②③⑤ 

･流通･活用⑤ 

防災・消防 

（     ）課 

・災害時の避難経路、一時避難所 

➠管理不全空き家倒壊防止 

・空き地、空き家の火災防止啓発 

･流通･活用③ 

･管理不全②⑤ 

自治会・まちづく

り協議会（外部） 

・地域住民からの管理不全空き家の通報、空き家予備

軍調査、地域での啓発セミナー開催 

・防災と連動した空き家対策 

･適正管理①④ 

･管理不全⑧ 

教育委員会 ・児童通学路、通学集合場所の確認、危険な遊び場 

 としての空き家対応 

･管理不全①② 
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■ファーストコンタクト問診票 

受付日付 受付番号 受付担当者 

令和２年   月   日     

 

１ 相談者 

氏 名  

住所  

連絡先 ＜自宅＞            ＜携帯＞ 

 

２ 相談者と空き家所有者の関係 

□本人 □相続人 □親族 □共有者 □地主 □その他（                ） 

 

３ 空き家の名義人 住所 氏名 

建 物  

土 地 □同上 

 

４ 空き家の明細 

所在・番地 羽島市 

構造 □木造   □鉄骨造   □RC 造   □その他 （        ）       

階数 □平家建  □２階建   □3 階建   □（   ）階建 

床面積 １階    ㎡ ・2 階    ㎡ ・3階    ㎡ 延床     ㎡     

土地の所在・地番  

土地の面積      ㎡ 地 目 □宅地 □農地 □その他（        ） 

道路状況 □公道（道路幅 ４ｍ以上 未満   ｍ） □私道 

□位置指定道路 □法第４２条第２項道路  □不明  □無道路地 

 

５ 空き家の状況 

空き家になった理由 □転居 □施設入居 □入院 □所有者死亡 □その他（       ） 

空き家の年数等       年 築年 S□ H□   年   月 

室内の状況 家財等 □無    □有り 

□家財 □家電 □仏壇 □書籍 □その他（            ） 

建物等の状況 □損傷無し □一部損傷  □雨漏り □シロアリ □樹木繁茂  

□全体的に損傷 □わからない □その他（             ） 

ライフライン □上下水 □電気 □ガス □浄化槽 □NTT（有り□ 停止■ 廃止×） 

空き家管理状況 □定期（年・月   回） □不定期 （年  回） □管理していない 

苦情の有無 □無  □有り（□隣地 □自治会 内容：            ） 
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６ 相続関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 相談内容 

相談内容 具体的内容 

□予防 ① 

 

② 

 

③ 

 

 

□整理、片付 

□解体 

□売却、賃貸 

□相続 

□後見 

□その他 

 

相談内容の課題 専門家名・専門職種（士・業種） 

① 

 

② 

 

③ 

 

① 

８ 調査項目 

調査事項 収集情報 担当課 

不動産登記事項 □土地□建物□公図□測量図□建物図面 法務局 

固定資産税関係 □納税義務者証明書□通知証明書□課税証明書□名寄せ  

道路関係 □公道確認□私道□道路幅□水路幅□建基法道路確認  

地域調査 □市街化区域□調整区域□用途地域□計画道路□建物制限  

農地法手続き □農地転用手続 □経営農地筆別票  

農用地区域調査 □農業振興地域 □青地 □白地  

上下水道 □名義変更手続き □廃止手続き  

 □  
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２）外部組織 

組織・士名 出来ること 協力内容 

NPO など 

中間団体 

行政（非営利・公平性）と民間（非政府・収益性）の中間に立

ち（自発性）両者をつなぐ役目や行政窓口支援 

行政と協定活動 

➠総合相談・調査 

･弁護士 

 

･司法書士 

 

･土地家屋調査士 

 

･行政書士 

･不動産鑑定士 

･建築士 

･宅地地建物 

取引士 

･裁判での訴訟対応の専門家。空き家に関する行政が関われな

い相隣関係や相続財産管理人、行政代執行実施時の監修等 

･相続放棄・所有者不明 

土地など家裁関連 

･主に法務局の手続きの専門家。不動産の売買・相続などの権

利に関する登記（甲・乙欄）が業務。 

･相続登記・後見・信託・

所有者探索関連 

･主に法務局の手続きの専門家。不動産等の用地確定を基に表

示・滅失・土地の分合筆など表示登記（表題部）が業務。 

･未登記・建物滅失・無

接道・狭隘道路関連 

･行政機関に提出する書類作成（届出・申請・許可）が業務。 

･不動産価格の鑑定を行う業務。 

･建築物の設計や監理など建築手続き関連業務。 

･行政内部組織関連 

･代執行・固定資産関連 

･住宅利活用推進関連 

･不動産の賃貸・売買など媒介業務が主な業務。空き家バンク

を活用した流通化コーディネイト役 

･既存住宅流通促進や 

 空家対策全般 

◇ 業界団体 

（岐阜県） 

 

弁護士会・司法書士会・土地家屋調査士会・行政書士会 

建築士会・税理士会・不動産鑑定士協会 

➠専門士（専門家）団体 

･専門相談の窓口とし

て役割➠何ができる

専門家（業務開示） 

宅地建物取引業協会・全日本不動産協会・・空き家管理業協会 

不動産コンサルティング協会・シロアリ対策協会 

土木建築解体事業協同組合 

➠不動産・解体・小動物駆除団体 

･流通化の専門窓口と

しての機能➠空き家

専門窓口の開設や流

通化に向けての支援 

住宅供給公社・住宅金融支援機構 

➠公営住宅・融資制度団体 

･流通過程での金融支

援体制➠見える化 

社会福祉（協） 社会福祉活動を推進することを目的とした、営利を目的とし

ない民間組織。様々な福祉ｻｰﾋﾞｽの展開や、地域の福祉活動の

拠点としての役割や、地域のさまざまな社会資源とのネット

ワークがある。 

･行政と連携した高齢

者等向け空き家相談

会やセミナー開催や 

予命期・死後対策 

民生委員 社会福祉を目的とした事業者に等と連携し、その事業や活動

を支援する。 

･孤独死防止や既存住 

宅の管理情報収集 

社会福祉（法人） 社会福祉を目的とした事業所や施設の運営。 

住宅セイフティネット制度の普及。 

･高齢者、障碍者支援住 

宅の開設や支援 

地域・自治会 地域の空き家情報管理や、行政と連携した管理不全空き家通

報システム、予備軍対策セミナー参加啓発。 

･空き家情報提供と地 

域活性化支援、 

民間業者 

 

片付け（一般廃棄物処理）、解体（産業廃棄物処理）、遺品整

理、買い取りﾘﾌｫｰﾑ賃貸、民泊、農地付き空き家・地域支援ハ

ウス・移住者斡旋業務。 

･空き家対策の啓発支 

援、地域総合相談員育 

成 
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■空き家相談 フォローシート 

１．相談者 （受付番号        ）                管理 NO      

氏 名   

住 所   

連絡先   

２ 調査完了項目    

不動産登記情報 □土地登記事項証明書 □建物登記事項証明書 □公図  

□測量図 □建物図面 □閉鎖登記簿謄本 

法務局 

固定資産税情報 □納税義務者証明書 □評価通知書 □課税証明書 □名寄せ   

道路関係情報 □私道 □公道の確認 □道路幅 □水路幅   

□建築基準法の道路確認   

地域調査 □市街化区域 □調整区域 □用途地域 □計画道路計画事業 

□建物制限地域 

  

農地法手続き、

農業区域調査 

□農地転用手続 □経営農地筆別票   

□農業振興地域 □青地 □白地   

上下水道情報 □上下水道整備状況確認 □名義変更手続き □廃止手続き   

 □  

３ 対応内容 

対応日付 対応担当者 

令和    年    月     日   

相談内容 具体的内容 

□資料収集 ① 

 

② 

 

③ 

□見積依頼 

□関係者接触 

□専門家相談 

□本人相談 

□進歩報告 

□その他 

４ 相談回答、指示事項等 

① 

 

② 

 

③ 

 

自治体の担当課を記入 
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■空き家相談の用語解説と調査事項 

●不動産登記情報 空き家の状況を正確に把握する為、公示されている情報を収集する。 

土地登記事項証明書 土地の所在 地番、地目（用途）、面積、所有者の変遷履歴、担保差押等が表示さ

れている。 

建物登記事項証明書 建物の所在、家屋番号、種類（用途）、構造、面積 築年月日、所有者の変遷履

歴、担保、差押等が表示されている。 

※空き家相談結果と登記情報により、正確な所在、面積、建築年を把握する事ができるとともに、所有者の

正確な状況も確認できる。※例えば、相続登記が必要となる場合がある。 

公図 土地の位置、形状、道路状況の確認できる地図で、市町村の税務課にも備えている。 

住宅地と公図で、位置の特定、道路幅が、推定され、現地調査には、不可欠である。 

測量図 道路の買収等で、土地を分筆した場合に、備えられる。土地の正確な形が掲載されている。

正確な間口、奥行きの幅が記載されているものもある。売却する場合、境界確認が必要とな

るため、測量図があると新たに測量をする事なく売却する事ができる場合がある。 

建物図面 所有者の申請により、登記した建物について、備え付けられている。土地の敷地と建物の関

係が明らかになる。 

閉鎖登記簿 

謄本 

登記簿のコンピューター化等により閉鎖された登記簿の写し。現在の登記事項証明書に記載

されていない古い登記事項調査の為、取得する。 

●固定資産税情報等 

納税義務者証明書 

（登録事項証明書） 

未登記建物の状況、所有者の住所、氏名の確認に利用する。（委任状要、有料）  

評価通知書 相続登記等登記の登録免許税の計算に使用、法務局に提出用（委任状要、無料） 

課税証明書 

（公課金証明書） 

固定資産税額を確認する為に利用。 市町村によっては、評価額等も記載されてい

る。（委任状要、有料） 

名寄せ 

 

空き家所有者の全部の不動産資産が掲載されている為、固定資産税が課税されていな

い不動産まで確認できる。（委任状要、有料） 

道路関係情報 私道、公道の確認及び道路、水路の幅員確認。市町村の道路管理課等で道路台帳に

て、私道、公道の確認及び公道の場合、台帳で道路、水路幅員を確認する。 

私道の場合、登記事項証明書を取得し、所有者を確認する。共有の場合、共有者全員

の住所氏名が確認できる。市町村の建築指導課、都市計画課等で、建築基準法上の道

路扱いの有無及び根拠の法律を確認する。 

地域調査 

 

利活用する場合の行政手続き（建築確認、建築許可、開発許可等）、今後利用可能な用

途、面積を検討するために必要。 

農地法手続き・ 

農業区域調査 

空き家の敷地が、登記地目が農地の場合、農地転用申請の有無の確認をする必要があ

る。又、空き家と周辺の農地を一体で利活用を検討する場合、経営農地筆別票（委任

状要）を取得し、農地の小作権の有無等を確認するとともに地域調査により移住希望

者が取得可能か検討する必要がある。 

上下水道情報 

 

今後利活用する場合、上下水道の整備状況の確認、建物解体後の下水道の廃止を検討

する為、調査が必要となる。 
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２．空き家相談対応編 

１）総合相談事例 （区分：予防・適正管理・流通活用・管理不全） 

予防① 未婚で一人住まい、将来は施設に入りたい 

関連法 民法・建築基準法・宅地建物取引業法 

内部組織 税務戸籍・高齢福祉・建築 

外部組織 総合相談➠行政書士・司法書士 宅地建物取引士 

対処方法 予防段階では、相続人調査はできないので、ヒアリングのなかで、相続人予定者、親族の

住所、氏名等確認しておく事で対処し、施設入所後の現住まいが将来放置空き家化を防止

する対策を検討。意志能力低下時の代理人等（後見人又は受託者）を選任できるように、

任意後見契約、民事信託制度の利用を考える。 

➠将来賃貸や売却を視野に入れた不動産の調査ができれば好ましい。 

 

親族 民法は、本人と血のつながりのある者(血族)や配偶者及び配偶者と血のつながりの

ある者又は血族の配偶者(姻族)で一定の範囲の者(血族は 6 親等、姻族は 3 親等)

を親族と定め(民法 725 条)ている。また、親族の内一定の範囲にある者について相

互扶け合い義務(民法 730 条)や扶養義務(民法 877条②)を定めている。 

意思能力 「自分が何をやっているのか」ということと、「その結果としてどうなるのか」と

いうことを認識できる能力ということです。意思能力の無い者の法律行為は、そも

そも法律行為としての要件（＝意思能力があること）を充たしていませんから、当

然にして無効とされています。 

任意後見契約 成年後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に一定の者の請求を受けて裁判所が法

定後見人等を選任するのに対して、本人の判断能力が十分ある間に、将来能力が衰

えた場合に備えて、予め本人の信頼する者と本人に代わりに行って欲しい事項を契

約(任意後見契約)しておくもので、これにより契約をした者を任意後見人という。 

民事信託 委託者（預ける人）が、受託者（預かる人）に財産を預け運用してもらい、その利

益を受益者（利益を受ける人）が得る仕組みを信託という。信託銀行等、事業者が

行う信託は、商事信託というのに対し、個人が行う信託を民事信託という。 

 

予防② わが家のかたづけについて 

関連法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

内部組織 生活環境・高齢福祉 

外部組織 総合相談➠一般廃棄物処理業者・整理業者・産業廃棄物処理業者（解体業者） 

対処方法 わが家のかたづけ（不要物を処理）を行い、後の不動産処理（賃貸や売買又は解体）しや

すい状態にする。動産（家財）･･･家庭ごみ（一般廃棄物）と不動産（建物等工作物）･･･

事業ごみ（産業廃棄物）の区分処理を進める。 
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予防③ 将来子どもに迷惑をかけないよう準備をしたい 

関連法 民法・建築基準法・宅地建物取引業法 

内部組織 税務戸籍・高齢福祉・建築 

外部組織 総合相談➠行政書士・司法書士・ 

対処方法 健康期から判断能力が衰える余命期の資産凍結、死後事務、遺産分割から相続登記まで、

対応できる法律行為（遺言、任意後見契約、民事信託）を提案でき 

る。人（精神）と物（不動産等）を同時に考えて行く。子どもへの想いや終活についてエ

ンディングノートにまとめてみるのも良い。 

 

 

資産凍結 脳の老化、病気が原因で、一般的に必要な判断能力が衰え、自己の意思を他者に明

確に伝えられない事により、自己の財産を、自分の判断で利用、処分できない状況。 

（法律行為ができない。） 

遺産分割協議 相続人に間で、亡くなった人（被相続人）の財産をだれが取得（遺産分割）するかを

決める話し合いの事。遺産分割協議書は、その話しあいの結果を記述した書面。 

遺言 人は、自らの死後その財産の処分先や処分方法を指定することができ、そのような

意思の表示方法が遺言である。遺言は本人の死後その真意を確認することができな

いので、法律により自筆証書(民法 968 条)、公正証書(民法 969 条)など方式が厳格

に定められており、当該方式に反する場合は遺言と認められないことがある。  

エンディング 

ノート 

自己の最後の日に向けて、身内、友人、知人に対し、葬儀の方式、財産処分の方法、

ペットの行先等を記録し、また、生前のお付き合いに対する感謝の言葉を記述した

書面。遺言の付言の役目として使うこともある。 

 

予防④ 死亡届提出時の対応 

関連法 民法・不動産登記法 

内部組織 税務戸籍 

外部組織 総合相談➠司法書士・税理士 

対処方法 死亡届提出時に被相続人の住居が空き家化する可能性がある場合、戸籍担当部署から空

き家担当部署への誘導をはかり、（戸籍担当部署の死亡手続き等から空き家担当窓口の誘

導策が有効）総合相談へつなげ相続登記等の確認や相続税の申告漏れが疑われる場合は

税務相談が必要。この段階での素早いファーストコンタクトが重要。 

 

ファーストコンタクト 家族等が亡くなると必要な手続きが必要になります。死亡届や固定資産税の

納税義務者の変更、介護保険証の返還など各部署に立ち寄ることになりま

す。その際に「空き家（誰も住まない、使ってない）の連絡」項目を設け、

空家等の関係者との接触をはかり、今後に繋げることは極めて重要です。 
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予防⑤ 空き家予備軍対策 

関連法 民法 任意後見契約に関する法律 

内部組織 高齢福祉 

外部組織 総合相談 

対処方法 空家等の予防措置は空家法の範疇ではない。将来空き家にさせない対策は必要ですが、福

祉部門や外部の専門家を交えて、慎重に余命期から死後事務までの将来設計を組むこと

が好ましい。予防①参照 

 

死後事務 委任者（本人）が第三者（個人、法人を含む。）に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、

納骨、埋葬に関する事務等（死後事務）についての代理権を付与して、死後事務を委任す

る契約を死後事務委任契約という。任意項後見契約とセットで利用されることもある。 

 

適正管理① 近隣住民からのクレームによる行政の関与 

関連法 空家法 3･4･9 条・空家条例・民法 233 条 1・2 項・道路法 43条、47 条、71条  

建築基準法 10条 3項・消防法 3条・廃棄物処理法 19 条４項 

内部組織 生活環境・建築・防災 

外部組織 地域自治会 

対処方法 所有者等が努力義務を果たしているか、空家等や所有者と近隣住民との関係性や相談（苦

情）の経緯・事情などを調査し、市町村の関与の判断をする。また、空家法では緊急措置

が定められていないため、条例など制定し、緊急措置の対応ができることが必要です。 

 

適正管理② 空き家の適切な管理行為とは 

関連法 空家法 1･3･12 条・民法 709･719 条・道路法 43 条、47 条、71条・建築基準法 10 条 3項・

消防法 3条・廃棄物処理法 19条４項 

内部組織 生活環境・建築・防災 

外部組織 岐阜県空き家管理業協会 

対処方法 空き家が管理不全の状態にならないよう又地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う管理すること。外部不経済対策・防災・衛生、景観対策・所有者責任。 

 

外部不経済 主に経済学で使われる専門用語の一つで、市場で行われている経済活動とは別の場所

で何らかの不利益が発生し、個人や法人に悪影響を与えることを言います。 

外部不経済の分かりやすい例を挙げると、公害があります。 

 

適正管理③ 遠方に居住のため自身で管理がむずかしい 

関連法 空家法 1・3・6条 

内部組織 空き家 

外部組織 総合相談➠専門相談 
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対処方法 空き家の適切な管理について、疑問点、悩みなど聞き取り意向を探っていく。方向性が決

まれば、それに対応できる専門相談（専門家・専門職）に引き継いでゆく。遠方の居住者

に対しては電話相談などの方法により相手方の負担をやわらげることが必要。 

 

適正管理④ 空き家を解体したいが隣も空き家である 

関連法 空家法 12条 

内部組織 建築・道路管理 

外部組織 法務局・総合相談➠行政書士・司法書士 自治会地域 

対処方法 隣地と同時に解体した方が工事し易くなり、解体費用が安くなる場合が多い。隣地所有者

を調査し、同時解体の同意を得るように協議をする。近隣調査にて所有者が判明すること

もある。この場合の行政側が隣地の調査をすることの可否は「隣地空き家が関与すべきか

どうか」の判断をする必要がある。情報提供という形で関与することも考えられる。 

 

適正管理⑤ 空き家を解体したいが単独除却困難 

関連法 空家法 12条 

内部組織 建築・道路管理 

外部組織 法務局・総合相談➠専門業  

対処方法 単独除去困難の理由（狭小道路、隣家がもたれ掛かっている、敷地一杯に建っている、重

機が入らない等）を整理し、その対策を練る。（手壊しが出来るか、隣地同時解体等）解

体費が高額になることが予想されるため、隣接地や周辺の調査が必要となる。 

 

適正管理⑥ 行政から管理について文書が来たどうすればいいか 

関連法 空家法 3･4 条 

内部組織 空き家・税務戸籍・建築 

外部組織 総合相談  

対処方法 空き家を今後どうして行くつもりなのかを適正管理を前提として、所有者が決めること

が必要。利用されるつもりがあるのか、又なければ除却もしくは売却の判断を促してい

く。管理・除却・売却の判断材料が欲しい場合は総合相談を利用する。 

 

適正管理⑦ 空き家解体後の固定資産税の上昇について 

関連法  空家法 2･3･条 地方税法 349条の３の２ 

内部組織 空き家・税務戸籍 

外部組織 総合相談 

対処方法 「空き家を解体すると固定資産税が 6倍になる」この言葉が消費者（所有者等）に蔓延し

ています。住宅用地に対する固定資産税等の軽減措置がなく約４倍に上がる。固定資産税

の課税方法は複雑で、ほとんどの納税者が通知書を理解できていません。市町村の固定資

産税担当窓口で確認するか、納税通知書を持参の上相談会に来てもらう。  
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固定資産税等の軽減措

置 

住宅が建っている土地は、200 ㎡までは固定資産税・都市計画税がそれぞれ

1/6・1/3 に軽減される。200 ㎡を超える部分はそれぞれ 1/3･2/3 に軽減され

る。 

 

適正管理⑧ 空き家購入や改修、解体に関して何か支援はないか 

関連法 空家法 12条  

内部組織 空き家 

外部組織 総合相談 

対処方法 空き家にかかわる支援制度は各市町村により多様な制度が準備されている。制度を使う

ためには、何をするため支援が必要かを確認し①補助内容②補助額③要件について適合

するかなど、相談者からの聞き取りや必要書類等必要となる。 

 

適正管理⑨ 空き家を解体したい。業者の紹介は出来ないか？ 

関連法 廃棄物処理法 

内部組織 空き家 

外部組織 総合相談・専門業会団体 

対処方法 行政窓口での業者の紹介は出来ません。岐阜県土木建築解体事業協同組合などの連携団

体の紹介。解体工事費用は住宅の構造・規模・環境により単価が異なります。複数業者よ

り見積もりを取得されることや、内容について精査を専門家に相談することも必要です。 

 

流通・活用① 空き家を売却したいが、不動産業者に断られた 

関連法 土地計画法・建築基準法・道路法 

内部組織 空き家 

外部組織 総合相談  

対処方法 何故断られたのか（原因）を聞き取りをする。一般的に再建築不可・狭隘道路・狭小地

など流通市場に乗りにくいものや低額物件は不動産業者から断られる傾向にある。原因

を確認し時間と手間をかけていかないと流通化できない。市町村の空き家バンクの活用

を進める。 

 

狭隘道路 

（きょうあい

どうろ） 

主に幅員 4m 未満の 2 項道路を指す。国土交通省の補助事業（狭あい道路整備等促進事

業）では、建築基準法第 42 条第 2 項・第 3 項の指定を受けた道路（2 項道路・3 項道

路）、未指定の通路などを狭あい道路としている。 

 

流通・活用② 空き家を売却したいが、接道がない 

関連法 建築基準法・道路法 

内部組織 建築・道路管理 

外部組織 綜合相談➠宅地建物取引士 
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対処方法 再建築が可能になる方法を考える。（私道を買収して延長敷地にする。建築基準法第４

３条２項２号（旧ただし書）を使う等。）隣地に低額で売却する。空家等を個ではなく隣

地や周辺を面でとらえ状況を判断し、今後の対応を考える。4 号建物として、そのまま

で大規模修繕・模様替えなども選択肢として利用する方法もある。 

 

建築基準法第４３条 2項 2 号 その通路に接する全ての土地を通路中心から２ｍセットバックする

ことにより、通路幅員４ｍを確保した敷地に建てる建築物、その他の

国土交通省で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、

安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得

て許可したもの。 

 

流通・活用③ 空き家を売却したいが、レッドゾーンにあり売却できない 

関連法 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 

内部組織 建築・防災 

外部組織 総合相談➠宅地建物取引士 

対処方法 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）でも建築可能（建築構造制限等有）なので、そ

れに見合った価格設定（余分にかかる建築費用を差し引く等）にする。更地での活用（駐

車場・資材置き場）も考えてみる。 

 

土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に

著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、特定の

開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。 

 

流通・活用④ 空き家を売却したいが、相続人が不明（相続人の一人が行方不明） 

関連法 戸籍法第１０条の２第３項、民法第２８条、家事審判法第９条１項甲類３号 

内部組織 空き家 

外部組織 行政書士、司法書士、弁護士、家庭裁判所 

対処方法 行政書士に、遺産分割協議書の作成もしくは、司法書士に、相続登記を前提に、不明相

続人の戸籍の収集をお願いする。もし、居場所が確認出来ない場合は、不在者財産管理

人の選任の申立を、弁護士もしくは、司法書士に依頼して、管轄の家庭裁判所に行い、

その後、家庭裁判所の許可をえて、不在者財産管理人を含めた遺産分割協議を行い、空

き家の所有者を決定する。 

 

不在者財産管理人 財産を所有する人が、住所、居所から去り、帰宅が見込めない状況で、その財産

を管理する人がいない場合、利害関係者が、家庭裁判所に申立てする事により、

裁判所が管理者を選任する制度。 
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流通・活用⑤ 認知症の親が所有する空き家を売却したい 

関連法 民法 7･11･15 条 

内部組織 高齢福祉 

外部組織 弁護士・司法書士 

対処方法 成年後見制度を利用するには家庭裁判所に当事者（本人）の診断書を付け申立てをする。 

家庭裁判所にて書類審査・本人調査をへて補助・保佐・後見の決定がされる。居住用資

産の売却には裁判所の許可が必要である。 

 

成年後見制度 老化等により判断能力が衰えた本人に代わって、財産管理をするなど、日常の取引の

代理を行うための制度が法定後見制度で、本人の残存能力を裁判所が判断し、成年後

見人、補佐人、補助人のいずれかを選任する。(民 7、11，15) 未成年者に対しても

一定の場合(民法 838 条)には未成年後見人をたてる場合もある。 

 

流通・活用⑥ 相続した空き家を解体売却・リフォーム売却したい 

関連法 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例 

内部組織 空き家 

外部組織 税理士・宅地建物取引士 

対処方法 相続した空き家の売却で利益が出た場合、一定の条件を満たしていれば「相続空き家の

譲渡所得税 3000 万円特別控除」が適用され税金が安くなります。この制度を利用する

には適用要件をクリアする必要があります。※国税庁の HPを参照 

 

流通・活用⑦ 農地付き空き家の売買 

関連法 農地法・建築基準法・土地改良法・宅地建物取引業法 

内部組織 空き家・農業委員会 

外部組織 行政書士・司法書士・宅地建物取引士 

対処方法 内部組織の部局にて事前に「別段の面積」の設定確認をし、農業委員会への提出、審査

を受ける。認可申請が下りれば「農地付き空き家」として売買可能。 

 

別段の面積 空き家バンクの取組を通じて「農地付き空き家」の提供を行 い、移住希望者を呼び込

んでいる自治体が増えています。 農地の権利取得には農業委員会の許可が必要ですが、

そういった自治体では、許可要件のうち下限面積要件について、新 規就農を促進する

観点から、空き家に付随する農地に「別段 の面積」を設定する取組が行われています。 

 

流通・活用⑧ 直接売買取引したいが 

関連法 民法・地建物取引業法 

内部組織 空き家 

外部組織 宅地建物取引士・弁護士・司法書士 
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対処方法 2020.4.1 からの民法改正により、売買契約に関し新設された「契約不適合責任」が売主

に求められる。売買契約書の内容と取引物（不動産）の完全一致が求められる。 

専門家に相談し、トラブルのない安全な取引をお願いする。 

 

契約不適合責任 契約をした動機、目的、契約締結に至る経緯等が明確化され、契約書と適合しない

事柄が発生した場合は、責任を負わなければならない。 

 

流通・活用⑨ 借地の空き家を売却したい 

関連法 借地法・借地借家法 

内部組織 空き家 

外部組織 総合相談・宅地建物取引士 

対処方法 建物が利活用可能な物であれば、最低限のリフォームをして売りに出す。借地の所有者

に購入してもらう話をする。（権利調整が必要） 

 

権利調整 借地借家の権利調整を考える場合、旧法の「借地法・借家法」又は新法の「借地借家法」

なのかにより、その課題と対応は大きく異なります。少子高齢社会の到来により土地の

底地権や借地権の売却依頼が増加し、貸地（底地）の整理を行っておきたいという要望

は多くなる傾向がある。 

 

流通・活用⑩ 借家の残置物処理 

関連法 民法   民事訴訟法第 271 条 

内部組織 空き家 

外部組織 総合相談➠司法書士・弁護士 一般廃棄物処理業者 

対処方法 原則は、退去時に、解決するべきであるが、退去後、残置物が見つかった場合は、賃貸

契約書の条文に、賃貸人の処理権限がないか確認する。ない場合は、賃借人（死亡の場

合は相続人）と協議を行い、協議が決裂した場合は、賃貸契約の債務不履行（原状回復

義務違反）で、法的処理を検討する。内容証明郵便の発送→簡易裁判所への訴え提起等

が考えられる。 

 

内容証明郵便 取引の相手方に対する意思表示は郵便や電話で行った場合に、その事実関係について

相手方と争いになると、立証が困難となる(言った,言わない)ので、郵便物の特殊な取

扱として内容証明郵便制度がある。差出人は所定の様式で文書を三通作成(内二通は

複写)し、一通を相手方に送付し,郵便局と差出人が各一通を保管することで、通知内

容や通知日の立証が容易にできる。 
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流通・活用⑪ 市街化調整区域に建つ空き家の売買 

関連法 都市計画法・建築基準法・不動産登記法 

内部組織 建築・税務戸籍 

外部組織 法務局・総合相談➠宅地建物取引士 

対処方法 ①直系血族で農家住宅の場合、農家を引き継ぐならば譲渡を受けられ、住宅再建築が可

能。②土地登記簿を取得して表題部の地目が「宅地」となった年月日が現都市計画法の

指定日以前の日付であれば「旧既存宅地」として売却が可能。 

 

旧既存宅地 都市計画の線引き時点に、市街化調整区域内で既に宅地になっていた土地で（200 ㎡以

下も可）、分筆する場合は 200 ㎡以上（残地も 200 ㎡以上必要）であれば住宅を建築す

ることが出来る。 

 

流通・活用⑫ 空き家が既存不適格建築物である 

関連法 建築基準法・道路法 

内部組織 建築 

外部組織 建築士 

対処方法 既存不適格建築物は違法建築物ではないので利活用可能であり、そのまま売却、賃貸、

リフォームして利用等が出来る。再建築する場合は、現在の法律に適合した建物しか建

てられない。 

 

既存不適格建築物 建築した時点の法律には適合している建築物で、その後法律が変わったために、

現在の法律には適合しなくなった建築物。 

違法建築物 建築した時点の法律にも、現在の法律にも適合していない建築物。 

 

 

流通・活用⑬ 未登記建物（空き家）の調査 

関連法 不動産登記法第 47条  地方税法第 20条の 10 第 382 条の 3  

内部組織 税務戸籍 

外部組織 法務局 土地家屋調査士 

対処方法 建物は登記義務があるが、登記がなかったり（未登記）、所在が誤って登記されている場

合、所有者の相続登記が行われていない場合等、さまざまな原因で、登記事項証明書が

取得できない事があるが、税務課の納税通知義務者証明書（登録事項証明書）もしくは、

名寄せ台帳により確認ができる場合がある。土地家屋調査士に、家屋調査及び登記を依

頼する。 

 

名寄せ台帳 所有しているすべての不動産について、一覧形式で表示されている書面のことです。 

不動産の所有者本人が、市町村の固定資産税窓口で取得できるものです。 
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流通・活用⑭ 共同長屋（棟続き）の空き家処理 

関連法 民法・建築基準法 

内部組織 空き家 

外部組織 総合相談➠専門業者 

対処方法 共同長屋は屋根・壁等が共有になっているので、解体する場合は隣家の承諾が必要にな

る。できれば、一緒に解体する話をする事が好ましい。 

 

共同長屋 長屋とは共用する部分を持たないものをいいます。複数の住戸が水平方向に連なり、

壁や屋根を共有する物。各戸の玄関が直接接道など外界に接しており独立している。 

 

流通・活用⑮ 購入を希望する空き家の所有者と連絡を取りたい 

関連法 個人情報保護法・地方税法 22条 

内部組織 空き家 

外部組織 行政書士・司法書士 

対処方法 ご自身または専門家に登記事項証明書を取得してもらい住所・氏名を調査する方法（別

紙苦情・通報フローチャート図参照）や近隣聞き込み調査で知りえる場合もある。行政

が知りえる所有者情報を教えることはできない。 

 

流通・活用⑯ 空き家バンクを活用したい 

関連法 宅地建物取引業法 

内部組織 空き家 

外部組織 宅地建物取引士 

対処方法 市町村に「空き家バンク」制度があれば、そのルールに従い登録をする。不確定（所有

者全員の同意・境界確定・価格設定）要素がない状態で登録をお願いする。 

 

流通・活用⑰ 空き家を売却したいがどこに相談。不動産業者紹介 

関連法 民法・宅地建物取引業法 

内部組織 空き家 

外部組織 宅地建物取引業者 

対処方法 空き家（不動産）の売却は、直接買主と契約（相対契約）と不動産業者と媒介契約（手

数料を払い依頼）を交し媒介業務（仲介業務）を依頼する方法がある。民法改正により

契約 

者の責任が強く求められる事になり、不動産業者を通し安全な取引が期待される。 

 

媒介業務 消費者の意向を踏まえながら、不動産取引について全体的な流れを分かりやすく説明

し、適切な助言を行い、総合的に調整する役割。宅地建物取引業の免許（国交大臣・知

事）を取得者が依頼者と媒介契約を締結し、報酬を得ることができる。 
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流通・活用⑱ より専門的なアドバイスを受けたい 

関連法 省略 

内部組織 空き家 

外部組織 総合相談➠専門士業 専門職 

対処方法 総合相談において問題を整理し、専門家が必要な場合、中間組織に間に入ってもらうこ

とも必要です。どの専門家に依頼するのかを決めてください。行政から個々の専門家の

紹介は出来ません。NPO などが外部で行っている空き家相談会に参加されてもよい。 

※専門家依頼には費用が必要であることを承知したうえで利用する。 

 

管理不全① 緊急な危険空き家情報の対応 

関連法 空家法 12条・空家条例・道路法・建築基準法・廃棄物処理法 

内部組織 空き家・建築 

外部組織 建築士 

対処方法 空家法には即時執行の定めがないため、同法を根拠に緊急措置を講ずることはできませ

ん。 

したがって各自治体の対応として、あらかじめ空家条例等を制定し、即時執行の規定を

定めることが考えられる。（緊急措置を認める内容）適正な管理依頼文書の送付を行い

早期の対応をお願いする。 

 

管理不全② 老朽空き家から瓦が落下しそう等 

関連法 空家法 12条・民法 717 条・道路法・建築基準法 

内部組織 建築関連 防災関連 教育委員会 

外部組織 建築士 

対処方法 通学路等の公道に落下の恐れがある場合には、所有者等への緊急措置が求められる。土地

の工作物の管理に不備があると、占有者や所有者が責任を負う（工作物責任）。 

 

工作物責任 土地の工作物の瑕疵（かし）によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所

有者が負う賠償責任をいう（民法第 717 条）。 

 

 

管理不全③ 隣地空き家の草木が繁茂、越境している。落ち葉がおちてくる等 

関連法 空家法 12条・民法 209・233 条 1.2 項 空家条例 

内部組織 空き家 

外部組織  

対処方法 隣地住民は空き家所有者に対し枝の切除を請求（民法 233 条 1 項）でき、空き家所有者

が応じない場合は訴訟を提起することが考えられます。他方根については、空家等所有者

の承諾を得ることなく隣地住民が切り取ることができます。（民法 233条 2項）基本的に
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民と民の問題に行政は関与しません。個別事案により行政の関与を判断し、所有者の方に

は「情報の提供」にて連絡をする。 

 

管理不全④ 空き家に不審者の侵入のおそれがある等 

関連法 空家法 9･12 条・民法 717条 

内部組織 空き家 

外部組織 地域警察署 

対処方法 空家法 9 条 1 項調査（近隣住民との関係性や相談の経緯・事情なども含む）により関与

すべきであれば所有者等に「適切な管理」をお願いする。また空家等の状態により「特定

空家等」に認定すれば是正勧告をすることになる。不審者の出入りや占有が確認されれば

必要に応じて警察に連絡する。 

 

管理不全⑤ オイル缶が放置されており、火災の恐れがある等 

関連法 消防法 3条 民法 709・717 条 失火責任法  

内部組織 消防・生活環境 

外部組織 総合相談 

対処方法 所有者は工作物責任により無過失責任を問われる一方で空家からの失火の場合（原因が

軽過失）は失火責任法により民法 709 条（損害賠償責任）は適用されない場合がある。 

 

失火責任法 明治 32 年に定められた、失火者の責任に関して規定した法律です。賃貸物件に住んで

いて自分が火元になって延焼した場合、延焼した先への損害賠償責任については失火責

任法の適用で賠償責任を負いません。しかし、大家さんへの損害賠償は必要となります。 

 

管理不全⑥ 空き家に小動物が棲みついている 

関連法 鳥獣保護法 

内部組織 空き家・農政・生活環境 

外部組織 動物愛護団体等  

対処方法 市街地でも空き家に小動物が棲みつき出入りをしています。夜行性のものが多く専門業

者等に依頼をしないと簡単には捕獲できない場合があります悪臭や病原菌によって健康

被害をもたらすおそれがあります。法律により捕獲の制限がある場合がある。 

 

管理不全⑦ 借地上の朽廃した空き家の処理（底地所有者） 

関連法 空家法 3･10･12 条 借地法 個人情報保護条例 

内部組織 戸籍関連 税務関連 建築関連 

外部組織  

対処方法 空家の底地所有者からの求めに応じて、空き家所有者の住所等の情報開示は認められて

いません。通常は「本人の同意」を要件としています。空家法 12条により、所有者等へ
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は、行政側から情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとあり、なお

「所有者等」には底地所有者も含まれており努力義務が課されている。 

 

管理不全⑧ 自治会からの空き家の適正管理依頼 

関連法 空家法 3・10・12 条 個人情報保護条例 

内部組織 空き家 

外部組織 地域自治会 

対処方法 自治会（依頼者）からの適正管理依頼は空家法による「所有者等」には該当しない。 

空家等の情報として、関与の判断をする。防災・防犯・生活環境等において地域自治会と

のつながりは重要であり、個人情報保護等の理解を地域自治会には周知する。 

 

管理不全⑨ 台風等災害時対応 

関連法 空家法 民法 200･414･415 条 廃棄物処理法 22条 

内部組織 空き家・生活環境 

外部組織 専門業者（一般廃棄物取扱業者） 

対処方法 天災（災害）による被害は緊急措置の対象外として検討。「災害廃棄物」とした対応する。 

自力救済の禁止が前提であり、自分で勝手に処分したり移動したりしてはいけない。私有

地に落ちているものは動かせない。空家法の適切な管理の指導において、被害状況を伝え

る。（写真とともに通知し、適正管理の依頼） 

 

 

管理不全⑩ 相続放棄空き家対応 

関連法 民法 939・940 条 空家法 10条・12 条・14条 建築基準法 

内部組織 税務戸籍・建築 

外部組織 弁護士・司法書士・行政書士 

対処方法 相続放棄者、他相続人の調査。空家法上の区分（特定空家等に該当しない・特定空家等に

該当）調査の実施。相続放棄者への助言「相続人は、相続放棄をしたとしても、民法 940

条により不動産については一定の管理責任を負うものと解されている。空家法 3条の「管

理者」に該当し、努力義務を負うとされている。 

 

相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと。相続放棄をするには相続人が、

家庭裁判所に被相続人が亡くなったこと及び法律上相続人となった事実を知った時から

3か月以内に、その旨を申述しなければならない。受理されると「相続放棄受理通知書」

が発行される。 
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管理不全⑪ 所有者不明土地対応 

関連法 民法 940 条 空家法 戸籍法第 10条の２第３項 所有者不明土地法第２条第３８条 

内部組織 税務戸籍・建築・所有者不明土地法の担当部署 

外部組織 土地家屋調査士 家庭裁判所 

対処方法 土地境界の確認のため、土地家屋調査士に依頼して隣地所有者を調査し、住民票等請求に

より、居所を確認する事ができる。又、所有者不明土地法により地方公共団体の長等が家

庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能になり、所有者不明土地を１０年間の利

用権の設定等により、有効利用をする。公益性のある利用であれば、NPO 法人等にも主体

となって施設等を建築できる。（地域福利増進事業） 

 

地域福利増進事業 所有者が不明な土地を、公共性のある事業に利用する為の手続きが規定されてお

り、地方公共団体、ＮＰＯ、自治会、民間事業者が事業の主体者になる事ができ、

都道府県知事が公益性等の確認、利用権の設定を行なう。 
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３．空き家等関連法編 

１）国土交通省提供資料 

国土交通省ホームページ抜粋 

『法律』 

■空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年１１月２７日法律第１２７号） 

 『政令』   

■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 

（平成２７年２月２０日政令第５０号） 

『省令』 

■空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

（平成２７年４月２２日総務省・国土交通省令第１号） 

『告示』 

■空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

（平成２７年２月２６日 総務省告示・国土交通省告示第１号）〔平成３１年４月１日

改正〕 

 

●空家等の所有者等に関する情報の利用等（第１０条関係） 

■固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の所有者に関する情報の

内部利用について 

■空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン 

●特定空家等に対する措置（第１４条関係） 

■「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドラ

イン） 

●財政上の措置及び税制上の措置等（第１５条関係） 

■空き家再生等推進事業（平成 20 年度～）  

■空き家対策総合支援事業（平成 28 年度～）  

■空き家対策の担い手強化・連携モデル事業（平成 30 年度～）  

■先駆的空き家対策モデル事業（平成 28～29 年度）  

■空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業（平成 29 年度）  

■空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置（平成 27

年度税制改正） 

■空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除）

（平成 28 年度税制改正）  

※■ 国土交通省 ホームページ参照 http://www.mlit.go.jp/ 
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２）空家等対策の推進に関する特別措置法・用語解説 

 

○条文 

第一条（目的） 

 この法律は、適切な管理が行われていない空家

等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に

深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民

の生命、身体又は財産を保護するとともに、その

生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を

促進するため、空家等に関する施策に関し、国に

よる基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策

計画の作成その他の空家等に関する施策を推進す

るために必要な事項を定めることにより、空家等

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て公共の福祉の増進と地域の振興に寄与すること

を目的とする。 

 

第二条（定義） 

この法律において「空家等」とは、建築物又は

これに附属する工作物であって居住その他の使用

がなされていないことが常態であるもの及びその

敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を

いう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又

は管理するものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇用語解説 

 

適切な管理：①外部不経済対策②防災、衛生、景観

対策③所有者責任の観点から、特定空家等の状態

にならないよう又地域住民の生活環境に悪影響を

及ぼさないように管理すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物（建基法第２条 1号）：土地に定着する工作

物のうち屋根及び柱又は壁を有するものこれに付

属する門又は塀等やネオン看板など建築物の付属

する工作物。 

空家等：建築物又はこれに付属する工作物のうち

「居住その他の使用がなされていないことが常

態」でありその敷地（立木その他の土地に定着する

物を含む）。 

常態：概ね年間を通して建築物の使用実態がない

ことが一つの基準。 

建物の使用実態：①居住者がおらず、人の出入りも

ない状態が長期間継続している家屋②倉庫であっ

ても長期間人の出入りもなく、管理行為がされて

いない。 

又管理がされていないゴミ屋敷でも「居住その他

の使用」、「概ね月１回以上利用」している又は「盆・

暮れに利用」されているものは「空家等」に該当し

ない。 
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２ この法律において「特定空家等」とは、その

まま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお

それのある状態又は著しく衛生上有害となるおそ

れのある状態、適切な管理が行われていないこと

により著しく景観を損なっている状態その他周辺

の生活環境の保全を図るために放置することが不

適切である状態にあると認められる空家等をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三条（空家等の所有者等の責務） 

 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」

という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

集合住宅：一部でも現に使用している者がある住

戸ある限り「空家等」に該当しない。個人が居住す

る戸建て住宅が対象で、長屋やアパート・マンショ

ン等の共同住宅は対象外。 

 

特定空家等：「特定空家等に対する措置」に関する

適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライ

ン）」により各市町村が判断する。 

同法では、行政が是正の対象とする空家等を「特定

空家等」としています。同法適用件を４点示してい

る。 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態。②著しく衛生上有害とな

る恐れのある状態。③適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態。④

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態。これらの要件に該当

する場合は、自治体の判断で、その空き家等を「特

定空家等」と認定し、是正のための措置（同法１４

条）を行うことができる。 

 

空家特措法ができるまで、空き空という建築を巡

る住民同士の近隣トラブルは、民事上の問題であ

って、行政は介入すべきではないとする「民事不介

入の原則」の考えが主流であった。同法３条では、

空き家の所有者に対して空き家の適切な管理につ

いての責務を明示する一方で、同法４条で行政対

策での空き家に対する必要な措置をとることの責

務が明確された。 

 

適切な管理に努める：空家等が私有財産である以

上、その管理は所有者等の自由であるのが原則で

ある。所有者等といえども、その管理を怠ってその

周囲の生活環境に悪影響（外部不経済）を及ぼすこ

とまで許されることではない。本条は空家等の所

有者等に対して、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等を適切に管理すべき努力義務

を課すものである。空家等がもたらす問題を解消

国土交通省のガイドラインでは 

「私有財産たる当該空家等に対する措

置について行政が関与すべき事案なの

かどうか、その規制手段に必要性及び

合理性があるかどうかを判断する必要

がある。」 
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第四条（市町村の責務） 

 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策

計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策

の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切

に講ずるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する責任は、第一義的には、空家等の所有者等にあ

るとの立場を明確にした。なお、努力義務に違反し

たとしてもそれだけで法的責任が生じることはな

い。努力義務を怠った結果、空家等が特定空家等で

あると認められる場合には立入調査（9条 2項）、

さらには是正措置（法第 14 条）さらには空家等の

管理不全が原因で他人に損害を与えた場合には、

民法上の工作物責任（民法第 717 条）など他の関

係法令により法的責任が問われることになる。 

 

 

 

 

 

市町村の責務：第 3条が規定するように、「空き家」

の管理について第一義的な責任を負うのは所有者

等ですが、所有者等が責任を果たさず、これにより

周辺の住環境に悪影響を出てしまう場合には、民・

民の問題として近隣住民が「空家等」の所有者に対

してして裁判を起こすことは制度としては可能で

す。しかし、訴訟には一定の時間や、勝訴したとし

ても費用の回収が容易ではないなど実効性に欠け

るなど不明確です。 

空き家に関する問題は、一個人では解決が困難で

あることから、個別の空き家の状態を把握するこ

とが可能な立場にある市町村は、空き家に対して

関わり合いを持つ意義があります。市町村に空家

等に関する措置を適切に講ずるよう努めるべき旨

の責務規定を置き、市町村が空家等対策について

主体的な役割を果たすべき旨を明らかにした。 

市町村の役割：市町村は、空家等対策計画（６条）

を作成し、協議会（7条）を設置するとともに立ち

入り調査（9条）や固定資産情報を利用する（10条）

などして空き家に関する情報を収集し、これを前

提に、必要に応じて助言・指導、勧告、命令といっ

た各種の措置（14 条）をとるとともに、他方で「空

き家等」を積極的に活用するよう取り組んでいく

こと（13条）とされている。 

☆近隣住民からの苦情 

        3 条における努力 

        義務を果たしていない 関与 

空家法 12 条の調査を行う中で 

→空家等や所有者と近隣住民との 

関係性や相談の経緯・事情なども 

調査 

      ※関与すべきかどうかの判断 

 

「特定空家等」認定 

              関与 

空家法による是正対象 
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第五条（基本指針） 

 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する

施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針（以下「基本指針」という。）を定めるもの

とする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

⓵空家等に関する施策の実施に関する基本的な事

項 

②次条第一項に規定する空家等対策計画に関する

事項 

③その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定

め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定

め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

 

第六条（空家等対策計画） 

市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総

合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即し

て、空家等に関する対策についての計画（以下「空

家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①空家等に関する対策の対象とする地区及び対象

とする空家等の種類その他の空家等に関する対策

 

 

 

基本指針：国土交通大臣及び総務大臣は、空家等

に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針を定める旨が規定されてる。 

【「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な指針」（平成 27年 2月 26 日

総務省・国土交通省告示第 1号）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等対策計画：市町村内に存在する空き家一つ

一つに対する個別的な対応についても、所有者の

問題、第三者に対して及ぶ危害の状況、除却の程度

及び活用など手段について多様であり、その件数

も増えることも予想され、空き家が問題を生じさ

せている中でこれに対処する市町村の体制に限界

がある現状を踏まえると、それぞれ地域の即した

形で取り組むことが考えられ、適切な管理の重要

性及び管理不全などの諸問題について広く住民に

周知するという観点から、こうした方針を記載し

た空家等対策計画の策定が望まれる。又各市町村

における防災、衛生、景観等の空家等がもたらす問

題に関する各部署が「空家特措法」をよく理解し空

家等に関する対策を共有し分野横断的に連携でき

る計画を作成することが重要である。 

対象とする空家等：空き家の適正管理の推進や流

通・活用の促進、管理不全な空き家への対応に加え

空き家の増加を抑制するため今後空き家になる可
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に関する基本的な方針 

②計画期間 

③空家等の調査に関する事項 

④所有者等による空家等の適切な管理の促進に関

する事項 

⑤空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空

家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事項 

⑥特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規

定による助言若しくは指導、同条第二項の規定に

よる勧告、同条第三項の規定による命令又は同条

第九項若しくは第十項の規定による代執行をい

う。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関

する事項 

⑦住民等からの空家等に関する相談への対応に

関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

⑨その他空家等に関する対策の実施に関し必要な

事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策

計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提

供、技術的な助言その他必要な援助を求めること

ができる。 

 

能性の高い居住中の建物所有者等（空き家予備軍）

についても空き家予防の観点から対象とすべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等に関する相談への対応：住民等から各市町

村に寄せられる空家等の相談内容として空家等の

所有者等の相続、管理、活用、除却、再利用の方針

の関するものから、空家等が周辺に及ぼしている

悪影響に関する周辺住民による苦情まで幅広く考

えられる。そのような多義にわたる各種相談に市

町村はできる限り迅速に回答できることが求めら

れる。 

苦情：周辺住民や自治会からの苦情や台風などの

災害時の対応についても相談業務の一部として関

連部署との役割分担ができる組織・体制を図る。 

 

 

実施体制：空家等対策を市町村が効果的かつ効率

的に実施するためには、空家等の調査・確認作業、

特定空家等に対する立ち入り調査又は措置の取組

や空家等の所有者等や住民からの相談（苦情含む）

をうける体制の整備を図ることが求められる。 

空家等対策に関係する部署、空家等対策協議会、外

部専門家などの連携なども考慮する。 

 

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助：市

町村窓口においては建築士が存在しないところも

あり、規模・人員等の不足が避けられない。空き家

対策の情報共有への支援、特定空家等に該当する
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第七条（協議会） 

 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並び

に実施に関する協議を行うための協議会（以下こ

の条において「協議会」という。）を組織すること

ができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。

以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議

員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する

学識経験者その他の市町村長が必要と認める者を

もって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に

関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

 

 

 

 

 

第八条（都道府県による援助） 

都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更

並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき

市町村が講ずる措置について、当該市町村に対す

る情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の

連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなけれ

ばならない。 

 

 

 

第九条（立入調査等） 

 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等

の所在及び当該空家等の所有者等を把握するため

の調査その他空家等に関しこの法律の施行のため

に必要な調査を行うことができる。 

 

 

か否か技術的な助言の提供、協議会への参画、構成

員の仲介又はあっせん、住民からの空家等に関す

る相談体制の整備への支援などが考えられる。 

 

 

 

協議会を組織する：空家等対策計画の作成及び変

更に関する協議に加え「実施に関する協議」につい

ても行うことができる。したがって協議の中心は

市町村長が特定空家等に対する措置を講じようと

する際の①該当するか否かの判断②立ち入り調査

の方針③特定空家等に対する措置の方針などにな

らざるを得ないが、苦情対応からはじまる適正管

理、利活用、空き家にならないための予防対策につ

いても議論が必要である。協議会を役割ごとの分

科会などに分離して協議を敏速に、かつ効果的に

進めることも必要です。 

協議会の法的な性格:地方自治法第１３８条の４

第３項でいうところの付属機関であり、市町村に

法的な拘束力を伴うものではなく、市町村長に対

して行われる答申というものにあたる。 

 

 

 

 

市町村相互間の連絡調整：空き家は市町村境を超

えて広く分布しており対策においても圏域ごとの

対策や調整が必要であると思われる。又行政職員

は数年ごとに定期移動がある為、行政担当者の顔

合わせを含めた担当者研修会（毎年春先開催）など

の実施も求められる。 

 

 

 

 

必要な調査（一項調査）：市町村が不動産登記簿情

報や住民票情報を取り寄せる（いわゆる「公用請

求」）ための根拠規定となる。市町村長の任意の調
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２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項まで

の規定の施行に必要な限度において、当該職員又

はその委任した者に、空家等と認められる場所に

立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又は

その委任した者を空家等と認められる場所に立ち

入らせようとするときは、その五日前までに、当

該空家等の所有者等にその旨を通知しなければな

らない。ただし、当該所有者等に対し通知するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所

に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があったときは、これを

提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪

捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

 

 

 

 

第十条（空家等の所有者等に関する情報の利用

等） 

市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のた

めに利用する目的で保有する情報であって氏名そ

の他の空家等の所有者等に関するものについて

は、この法律の施行のために必要な限度において、

その保有に当たって特定された利用の目的以外の

目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で

市町村が処理するものとされているもののうち特

別区の存する区域においては都が処理するものと

されているもののために利用する目的で都が保有

する情報であって、特別区の区域内にある空家等

の所有者等に関するものについて、当該特別区の

査を行う権限を規定したもの。空家等の敷地内等

への立ち入りは想定していない。空家等の所有者

等や自治会、近隣住民に対する任意の聞き取り調

査、敷地外からの外観調査なども含まれる。 

 

 

立ち入って調査（二項以下調査）：特定空家等の可

能性がある建築物に対しては、特定空家等に該当

するか否か、空家等と認められる場所に立ち入っ

て調査を行う必要がある。また、特定空家等に対す

る適正な是正措置を判断するにあたっては、建築

物の外観のみならず、内部構造や朽廃の状況等を

詳しく調査する視野が不可欠である。 

 

建築基準法第 12 条第 7 項ただし書：・・・「住居

に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住

者の承諾をえなければならない。」と規定し、居住

以外の建築物等と異なり、居住への立ち入り検査

の場合にその 

「居住者」の承諾を必要としている。同上３項にお

いて通知手続きが定められており、立入の現場に

おいて空家等の所有者等の承諾がなくても立入調

査を実施できる。 

 

地方税法 22 条（秘密漏えい罪）：固定資産税の課

税のために利用する目的で保有する空家等所有者

に関する情報には、不動産登記簿情報に加え、税務

部署の調査等により不動産登記簿情報には記載さ

れていない所有者等の氏名、住所の情報が存在す

ることもある。しかしこのような個人情報は、地方

税法 22 条により目的外利用が禁止されており、空

家等対策に利用することが出来なかった。  

内部で利用：固定資産課税情報等の情報の内部利

用は 

①地方税法第 22 条に定める秘密漏えい罪にあた

らず 

②個人情報保護条例等との関係においては、目的

外利用の例外事由に相当する法令事務の遂行のた
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区長から提供を求められたときは、この法律の施

行のために必要な限度において、速やかに当該情

報の提供を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この

法律の施行のために必要があるときは、関係する

地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の

所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求める

ことができる。 

 

第十一条（空家等に関するデータベースの整備

等） 

 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸

する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために

所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう適切に管理されているもの

に限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同

じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に

関する正確な情報を把握するために必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 

第十二条（所有者等による空家等の適切な管理の促

進） 

 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理

を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、

助言その他必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

めの行為であると位置付けられる。 

③「空家等の所有者（納税義務者）はその必要な場

合における納税管理人の氏名又は名称、並びに住

所及び電話番号といった事項に限られる」として

いる。 

【平成 27 年 2 月 26 日付け（国住備第 943 号）国

土交通省住宅局住宅総合整備課長・（総行地大 25

号）総務省自治行政局地域振興室長通知】 

 

 

 

 

その他の者：水道・ガス・電気等の供給事業者等も

含まれる。市町村長は、水道・ガス・電気等の使用

状況やそれらが使用可能な状態にあるか否かにつ

いても照会することができる。 

データベースの整備：「空家等」の所在地、現況、

所有者等の氏名、措置の内容に加え、措置後の経

過、措置まで至らない程度の所有者等との交渉、相

談、電話の記録など履歴として残しておくべきで

す。市町村の内部部署間で常時情報共有できる map

によるデータベース化が望ましいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の提供、助言：特定空家等に該当しない空家

等についても、3条が規定する「空家等」の適切な

管理について第一義的な責任を負うのは所有者等

であり、所有者が適切に管理するのが本来のあり

方です。しかし、所有者が適切に管理しようと思っ

ても、どのように管理すればよいかわからないと

いう場合や、今後の空き家の処理を含めた活用に

ついて方向が定まらず、時間とともに空き家の劣

「空家等」には建物のみならず、その「敷

地」も含む。（2 条 1 項）ため同条における

「所有者等」には底地所有者も含まれる。

また、特定空家等に該当しない空家等への

「指導」「勧告」・緊急措置・軽微な措置は

行えない。 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十三条（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売

し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃

貸するために所有し、又は管理するものを除く。）

に関する情報の提供その他これらの活用のために

必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十四条（特定空家等に対する措置） 

 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当

該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採

その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な

措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害

となるおそれのある状態にない特定空家等につい

ては、建築物の除却を除く。次項において同じ。）

をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導

をした場合において、なお当該特定空家等の状態

化が進んでしまう事例が見受けられます。市町村

が、市政だよりや広報を通じて、あるいは転出届や

死亡届の際の窓口連携にて情報提供やファースト

コンタクトを図る必要があります。 

「空家等には建物のみならずその「敷地」も含む

（2条 1項）ため、同条における「所有者等」には

底地所有者も含まれる。その他の必要な援助：外

部援助者によるセミナーや定期相談会の開催を視

野に入れ「空き家の総合窓口」や「近隣住民の向け

の窓口（苦情窓口）」を併設して情報収集すること

も必要です。 

活用等：空家等やその除却後に空き地となった跡

地の中には、そのまま放置するよりも地域資源と

して活用を図っていく方が適当なものもある。そ

のような地域資源としての空家等や除却後のその

跡地を市町村が地域活性化策や過疎地域における

定住推進策の一環として利活用を図っていく観点

から、そのための情報提供等の必要な対策を講ず

るよう努めることを規定した。 

利活用：①所有者自ら仕事場や倉庫として自己使

用する②空家等を売却・賃貸する③空家等を除却

するなど手法により新たな価値を見出すこと。 

空き家バンク：国が空き家対策の一つとして、空

き家を売りたい人と買いたい人をマッチングする

ため各自治体ごとの空き家情報を登録し、公開す

るシステム。 

 

特定空家等に対する措置：空家特措法に基づく措

置の内容を規定したものです。「特定空家等」の状

態に至ってしまった「空家等」の関すものであり、

危険な状態を解消するためのものです。助言・指導

→勧告→命令という 3 段階のプロセスを経て、改

善が見られない場合は、代執行等による最終手段

を取る仕組みになっています。代執行を行うため

には、この 3 段階のプロセスを省略することはで

きません。 

助言又は指導：「特定空家等」に至っていない「空

家等」の所有者等に対する助言は 12 条に基づき行
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が改善されないと認めるときは、当該助言又は指

導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、

除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとることを勧告

することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた

者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかった場合において、特に必要があると認め

るときは、その者に対し、相当の猶予期限を付け

て、その勧告に係る措置をとることを命ずること

ができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場

合においては、あらかじめ、その措置を命じよう

とする者に対し、その命じようとする措置及びそ

の事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載

した通知書を交付して、その措置を命じようとす

る者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証

拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付

を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意

見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行う

ことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の

請求があった場合においては、第三項の措置を命

じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、

公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を

行う場合においては、第三項の規定によって命じ

ようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所

を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通

知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、

証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出

することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置

を命じた場合において、その措置を命ぜられた者

がその措置を履行しないとき、履行しても十分で

ないとき又は履行しても同項の期限までに完了す

うものです。これに対して、本条が規定するのは

「特定空家等」の所有者等に対して行う助言・指導

でありその法的な性質は行政指導であって、これ

により所有者等に何等かの義務を生じさせるもの

ではありません。 

助言・指導の対象となるのは「特定空家等」の所有

者等です。所有者等が複数いる共有の場合につい

ては、その全員に対して助言・指導を行うことにな

ります。 

助言・指導の内容（必要な措置）、至った経緯（①

その建築物が「特定空家等」②現状の状態③周辺の

生活環境への悪影響）を伝え、所有者等において、

何をすればよいかわかるように具体的に表示しま

す。 

また助言・指導後改善が見られない場合は、勧告を

行う可能性があること、勧告により住宅用地特例

から除外されること等を伝えます。 

住宅用地特例（地方税法 349 条の 3の 2）： 

土地に対する固定資産税が課税される年の１月１

日（賦課期日）において、住宅やアパートなど、人

が居住するための家屋の敷地として利用されてい

る土地（住宅用地）については、特例措置があり、

税金が軽減されています。 

特例の内容（価格に特例率を乗じて、本則課税標準

額を算出します。） 

・小規模住宅用地（住宅やアパート等の敷地で２

００平方メートル以下の部分）固定資産税：価格×

１／６、都市計画税：価格×１／３ 

・一般住宅用地（住宅やアパート等の敷地で２０

０平方メートルを超える部分）固定資産税：価格×

１／３、都市計画税：価格×２／３ 

※アパート・マンション等の場合は、戸数×２００

平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となり

ます。 

 

勧告：勧告は、助言・指導を行っても改善が見られ

ない場合に行うことができるものです。その法的

性質は行政指導と位置づけており、これにより所
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る見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十

三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自

ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をして

これをさせることができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようと

する場合において、過失がなくてその措置を命ぜ

られるべき者を確知することができないとき（過

失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項

の勧告が行われるべき者を確知することができな

いため第三項に定める手続により命令を行うこと

ができないときを含む。）は、市町村長は、その者

の負担において、その措置を自ら行い、又はその

命じた者若しくは委任した者に行わせることがで

きる。この場合においては、相当の期限を定めて、

その措置を行うべき旨及びその期限までにその措

置を行わないときは、市町村長又はその命じた者

若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあ

らかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした

場合においては、標識の設置その他国土交通省令・

総務省令で定める方法により、その旨を公示しな

ければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係

る特定空家等に設置することができる。この場合

においては、当該特定空家等の所有者等は、当該

標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

13 第三項の規定による命令については、行政手

続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二

条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に

対する措置に関し、その適切な実施を図るために

必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対

する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総

務省令で定める。 

 

 

 

有者等に何らかの義務が発生する訳ではありませ

ん。 

勧告の要件となるのは①同条 1 項による助言・指

導を行ったこと②当該「特定空家等」の状態が改善

されないと認められること。対象となるのは、助

言・指導を受けた者です。所有者等が複数いる場合

については 

その全員に対した勧告を行います。勧告の内容（必

要な措置）は助言・指導をしたものの、いまだに改

善が見られない事を伝えたうえで「特定空家等」の

状態を改善するための具体的な方法を示し、措置

の期限（相当の猶予期限）を明記します。 

命令：勧告を発出して相当期間が経過しても、所

有者等が勧告に関わる措置をとらなかった場合に

は、命令を出すことができます。この命令は行政処

分であり、これにより所有者等は命令にかかる措

置を行うべき法律上の義務を負うことになりま

す。 

命令の要件となるのは①勧告を受けた者が正当な

理由なく勧告に係る措置を取らなかったこと、②

特に必要があると認められたことです。①の「正当

な理由」について、ガイドラインは「所有者等が有

する権原をこえた措置を内容とする勧告がなされ

た場合等を想定」していると記載している。 

所有者等が有する権原をこえた措置を内容とする

勧告がなされた場合等：権限をこえた措置を内容

とする勧告は適切ではありません。ガイドライン

は「単に措置を行うために必要な金銭がないこと

は『正当な理由』とならないと解される。」として

いる。「特定空家等」が生じてしまう原因に一つに

は金銭的な事情がある場合が多いものの、第三者

に損害を与える恐れのある「特定空家等」の所有者

においては、その損害発生の防止は単に所有権に

内在する当然の義務に過ぎず、金銭的な事情は、所

有者の権原を超えるものとはいえません。 

②の必要性について、ガイドラインは「比例原則

を確認的に規定したもの」としており、「対応すべ

き事由がある場合において的確な権限行使を行う
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第十五条（財政上の措置及び税制上の措置等） 

 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計

画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な

実施に資するため、空家等に関する対策の実施に

要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充

その他の必要な財政上の措置を講ずるものとす

る。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるものの

ほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家

等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するた

め、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるも

のとする。 

 

 

ことは当然みとめられる」としています。助言・指

導、勧告がおこなわれ、かつ改善が見られないよう

な場合には、必要性を肯定することができるとい

える。命令の対象となるのは、勧告を受けた所有者

等です。所有者等が複数いる場合については、勧告

を受けた所有者等のうち「正当な理由」のない措置

を行う「権原があるもの」に対して命令を行いま

す。例えば、A、B及び Cという所有者等がおり、

このうち勧告に係る措置を行う権原があるにも関

わらず、正当な理由なく、これを行わないものが A

及び B である場合には、A 及び B に対して各別に

書面を郵送して命令を行うことになります。基本

的に内容は、勧告と異なるところはありません。勧

告と同様「相当の猶予期間」を付す必要がありま

す。 

比例原則：達成されるべき目的とそのために取ら

れる手段としての権利・利益との間に均衡を要求

する原則…【雀を撃つのに大砲を使ってはならな

いという】 

行政代執行：所有者等が命令を受けてもなお自主

的に改善しない場合に、地方自治体が所有者等に

代わって特定空家等の危険性を除去するための措

置。本項は行政代執行法２条の特則です。代執行

を行う際の要件ついては、本項が行政代執行に優

先することになります。代執行を執り行う手続き

については行政大執行法３条以下が適用されま

す。 

行政代執行法２条：法律（法律の委任に基く命令、

規則及び条例を含む。以下同じ。）により直接に命

ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた

行為（他人が代ってなすことのできる行為に限

る。）について義務者がこれを履行しない場合、他

の手段によってその履行を確保することが困難で

あり、且つその不履行を放置することが著しく公

益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自

ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をし

てこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収す

ることができる。これまでは公益判断が難しいと
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第十六条（過料） 

 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に

違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、

妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に

処する。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十

四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算し

て六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定につい

て検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を

講ずるものとする。 

 

ころであったが、「特定空家等」の 定義より、特定

空家等を放置することが著しく公益に反すると解

され、本項において、命令に従わない場合は、行政

代執行を行うことが可能となった。 

行政大執行法３条：前条の規定による処分（代執

行）をなすには、相当の履行期限を定め、その期限

までに履行がなされないときは、代執行をなすべ

き旨を、予め文書で戒告しなければならない。 

○２ 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限

までにその義務を履行しないときは、当該行政庁

は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、

代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代

執行に要する費用の概算による見積額を義務者に

通知する。 

○３ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当

該行為の急速な実施について緊急の必要があり、

前二項に規定する手続をとる暇がないときは、そ

の手続を経ないで代執行をすることができる。 

過失なくしてその措置を命ぜられるべき者を確知

することができない。：空家法で定められた措置

（助言若しくは指導→勧告→命令→代執行という

手続き）を命ぜられるべき者の氏名及び所在を供

に確知しえない場合及び氏名を知りえしも所在を

確知しえない場合 

略式代執行：所有者を特定できない、または調査

によって所有者と連絡が取れない場合にこの略式

代執行となる。所有者は特定できないが、倒壊等

で周辺環境に危険が生じる恐れがある場合は、”

略式”代執行で解体等の作業を行うということに

なります。 
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３）空き家対策関連法 

◇空家条例等 

該当ページ 条令・規則名 

40 ●〇〇市美しいまちづくり条例 

平成○○年 3月 28日  条例第○○号 

41 ●〇〇市空家等対策の推進に関する条例 

平成○○年 12月 22日 条例第○○号 

43 ●〇〇市空家等対策の推進に関する規則（抄） 

平成○○年 3月 29日 規則第○○号 

44 ●〇〇市個人情報保護条例（抄） 

平成○○年 12月 25日 条例第○○号 

◇空き家関係法 

該当ページ 法律名 

44 ●日本国憲法（抄） 

昭和 21 年憲法 

44 ●民法（抄） 

明治 29 年法律第 89号 

49 ●失火の関する法律 

明治 32 年法律第 40号 

49 ●家事審判法 

昭和 22 年 12 月 6 日法律 152 号 

49 ●行政手続法（抄） 

平成 5年法律第 88号 

49 ●地方自治法（抄） 

昭和 22 年法律第 67号 

50 ●地方自治法施行令（抄） 

昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16号 

50 ●地方税法（抄） 

昭和 25 年法律第 226 号 

53 ●地方税法等の一部を改正する法律 

平成 27 年法律第 2号 

53 ●地方公務員法（抄） 

昭和 25 年法律第 261 号 

54 ●戸籍法（抄） 

昭和 22 年法律第 224 号 

56 ●住民基本台帳法施行令（抄） 

昭和 42 年 9 月 11 日政令第 292 号 
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56 ●消防法（抄） 

昭和 23 年法律第 186 号 

57 ●災害対策基本法（抄） 

昭和 36 年法律第 223 号 

59 ●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（抄） 

平成 12 年法律第 57号 

60 ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄） 

昭和 45 年法律第 137 号 

62 ●建築基準法（抄） 

昭和 25 年法律第 201 号 

67 ●道路法（抄） 

昭和 27 年法律第 180 号 

70 ●道路交通法（抄） 

昭和 35 年法律第 105 号 

73 ●都市計画法（抄） 

昭和 43 年法律第 100 号 

74 ●行政代執行法 

昭和 23 年法律第 43号 

74 ●農地法（抄） 

昭和 27 年法律第 229 号 

75 ●任意後見契約に関する法律（抄） 

平成 11 年法律第 150 号 

76 ●民泊新法（住宅宿泊事業法）（抄） 

平成 29 年法律第 65号 

77 ●不動産登記法（抄） 

平成 16 年法律第 123 号 

78 ●登記手数料令（抄） 

昭和 24 年政令第 140 号 

78 ●借地法（抄） 

大正 10 年 4 月 8 日法律大 49号/平成 3年 10 月 4日廃止 

78 ●借地借家法（抄） 

平成 3年 10 月 4 日法律第 90号 

78 ●所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 

平成 30 年法律 49 号 

80 ●鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 

平成 14 年法律第 88 号 

80 ●宅地建物取引業法（抄） 

昭和 27 年法律第 176 号 
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①空家条例等 

●〇〇市美しいまちづくり条例（抄） 

 第 2条(用語の定義) 

  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。 

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。 

(3) 空き缶等ごみ 空き缶、空きビン、プラスチック等の飲食料容器、たばこの吸い殻、ガムのかみか

す、紙くずその他これらに類するごみをいう。 

(4) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。 

(5) 回収容器 空き缶、空きビン、プラスチック等の飲食料容器を回収する容器をいう。 

(6) 土地の所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。 

(7) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。) 

(8) 雑草の繁茂 その所有し、占有し、又は管理する土地に雑草等が生い茂り、又は枯れたまま放置さ

れている状態をいう。 

(9) ふん害 飼い犬等のふんにより、道路、公園その他公共の場所を汚すことをいう。 

 

第 3 条(市民等の責務) 

  市民等は、清潔で美しいまちづくりの推進を図るため、互いに協力し、地域の環境美化に努めなけれ

ばならない。 

2 市民等は、みだりに空き缶等ごみを捨ててはならない。 

 

第 5 条(土地所有者等の責務) 

  土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の雑草の繁茂を防止しなければならな

い。 

2 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に、みだりに空き缶等ごみが放置され

ないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

第 9 条(指導及び助言) 

  市長は、市民等、事業者、土地の所有者等及び飼い主に対し、空き缶等ごみの散乱、ふん害及び雑草

の繁茂を防止するため必要な指導及び助言をすることができる。 

 

第 10 条(勧告) 

  市長は、第 3条第 2項、第 4条第 2項、第 5条第 1項又は第 6条第 2項の規定に違反した者に対し、

空き缶等ごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂を防止するため必要な措置を講ずるよう勧告することが

できる。 

 

第 11 条(命令) 

  市長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由がなく従わないときは、期限を定めその勧告に従うよ
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う命令することができる。 

 

第 12 条(公表) 

市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく従わないときは、その旨を公表するこ

とができる。 

 

●〇〇市空家等対策の推進に関する条例  

第 1 条(目的) 

  この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26年法律第 127 号。以下「法」という。)

に定めるもののほか、空家等及び準空家等の対策に関して必要な事項を定めることにより、防災、衛

生、景観、防犯等に関する生活環境の保全と市民の生命、身体及び財産の保護を図り、あわせて空家等

及び準空家等の活用を促進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

 

第 2 条(定義) 

  この条例における用語の意義は、法第 2条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。 

(1) 準空家等 法第 9条第 1項に基づく調査により、空家等と認められなかった建築物又はこれに附

属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)のうち、居住その他の使用がな

されていないことが常態化するおそれがあるものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又

は管理するものを除く。 

(2) 市民 羽島市まちづくり基本条例(平成 28 年羽島市条例第 2 号)第 3 条第 1 号に規定する市内に

居住、通学若しくは通勤する個人又は市内において事業若しくは活動を行う個人、法人その他団体を

いう。 

(3) 所有者等 空家等又は準空家等の所有者及び管理者をいう。 

(4) 事業者 不動産業、建設業その他の空家等及び準空家等に関連する事業を市内で実施するものを

いう。 

(5) 隣地 空家等又は準空家等に隣接する土地をいう。 

(6) 隣地所有者等 隣地の所有者及び管理者をいう。 

 

第 3 条(所有者等の責務) 

  特定空家等の所有者又は管理者は、特定空家等の除却又は立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保

全を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

2 所有者等は、空家等及び準空家等の適正な管理を図るとともに、建築物の状況に応じて、登記、耐

震改修、修繕その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第 4 条(市の責務) 

  市は、法第 4 条に規定する責務を担うとともに、準空家等に関する対策の実施その他の準空家等に

関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 

2 市は、所有者等、市民、事業者、その他の団体等が行う空家等及び準空家等対策の推進に関する活
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動に対して協力及び支援を行うものとする。 

 

第 5 条(市民の責務) 

 市民は、空家等及び準空家等の活用の促進に協力するよう努めるものとする。 

 

第 6 条(事業者の責務) 

 事業者は、空家等及び準空家等の管理、活用、流通の促進並びに特定空家等の除却の促進に努めるもの

とする。 

 

第 7 条(情報提供) 

  市民及び事業者は、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等及び準空家等があると認

めるときは、市長にその情報を提供するよう努めるものとする。 

2 市長は、前項の規定により提供された情報について、適正に管理しなければならない。 

 

第 8 条(緊急措置) 

  市長は、空家等又は準空家等が次の各号に掲げる事項に該当する場合において、所有者等が管理不

全な状態を直ちに解消するための措置を講ずることができず、その状態を放置することが著しく公益

に反し、かつ、緊急的な措置が必要と認められるときは、必要最小限度の措置(以下「緊急措置」とい

う。)を講じることができるものとする。 

(1) 市民の生命、身体又は財産に対する重大な被害を回避する必要があると認められるもの 

(2) 開放されている窓の閉鎖及び扉の施錠等、建物への侵入を防止するための軽微な措置を執ること

により、地域における防災、衛生、景観、防犯等に関する生活環境の保全上の支障を除去し、又は軽減

することができると認められるもの 

2 前項の規定による緊急措置を講ずるため、当該空家等及び準空家等に立ち入ろうとする者は、法第

9条第 4項の規定に基づく身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければ

ならない。 

3 市長は、緊急措置を講じたときは、その旨を速やかに当該措置に係る所有者等に通知しなければな

らない。 

4 市長は、緊急措置を講じたときは、当該措置に係る所有者等から、その費用を徴収するものとする。 

 

第 9 条(隣地への立入等) 

  市長は、緊急措置を講ずるため必要な場合に限り、隣地へ立ち入ることができるものとする。 

2 前項の規定により隣地に立ち入ろうとする者は、法第 9条第 4項の規定に基づく身分証明書を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

3 市長は、第 1 項の規定により隣地への立ち入りをしたときは、その旨を速やかに隣地所有者等に通

知しなければならない。 
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第 10条(情報の利用等) 

  市長は、市の実施機関が事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の隣地所有

者等に関するものについて、第 9 条第 3 項に規定する通知のために必要な限度において、その保有に

当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用することができるものとする。 

2 市長は、前項による隣地所有者等の情報の取得をした場合は、その旨を速やかに隣地所有者等に通

知しなければならない。 

 

第 11 条(災害時の情報公開) 

  市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、公益上必要があると認めるとき

は、災害対策の実施に必要な限度において、消防機関、警察機関、自衛隊、自主防災組織その他の被災

支援等の実施に携わる者に対し、法第 11 条に基づく空家等に関するデータベースのうち、位置情報に

ついて提供することができるものとする。この場合において、市長は、情報を提供することについて本

人の同意を得ることを要しない。 

 

第 12 条(委任) 

  この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

●○○市空家等対策の推進に関する規則（抄）  

  第 12 条(準空家等の基準) 

準空家等において、居住その他の使用がなされていないことが常態化するおそれとは、現に居住その

他の使用がなされていない建築物等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 所有者等が確知できないもの 

(2) 所有者等のすべてが国外に在住しているもの 

(3) 所有者等が行方不明者であるもの 

(4) 所有者等が民法(明治 29年法律第 89 号)第 951 条に規定する相続財産法人であるもの 

(5) 所有者等が会社法(平成 17 年法律第 86号)による清算手続きを結了したにもかかわらず、新たな

所有者等に権利移転が行われなかったもの 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と定めたもの 

 

第 13 条(緊急措置) 

   条例第 8条第 1項各号に規定する緊急措置については、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 危険を周知するための標示 

(2) 落下物等を防ぐための柵等の設置 

(3) 落下のおそれのある屋根材及び飛散のおそれのある外壁材等の固定又は取り外し 

(4) 倒木のおそれのある樹木の伐採 

(5) 公道において人や車両の通行の支障となっている樹木の枝打ち又は除草 

(6) 窓や門扉など開口部の閉鎖 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置 
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●○○市個人情報保護条例（抄 

第 1 条 (目的) 

 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的な事項を定めるとともに、本市の機関が保有す

る個人情報の開示、訂正及び削除等を求める個人の権利を明らかにすることにより、市民の権利利益の

保護を図り、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。 

 

第 9 条 (保有個人情報の利用及び提供の制限) 

実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報 

(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用すること又は実施機関以外のものへの保

有個人情報を提供することを行ってはならない。 

(1) 本人の同意を得た場合 

(2) 法令等に定めがある場合 

(3) 生命、財産等の保護のため、緊急かつやむを得ない理由があると認められる場合 

(4) 実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めた場合 

2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当する場合で、保有個人情報の利用又は提供をすることによ

り本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、利用又は提供をしては

ならない。 

 

② 空き家関連法 

 

●日本国憲法（抄） 

第 29条 財産権は、これを侵してはならない。 

１ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 

２ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 

 

●民法（抄）  

第 1条（基本原則） 

1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 

3 権利の濫用は、これを許さない 

 

第 2 条（解釈の基準） 

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 

 

第 7 条（後見開始の審判） 
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  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶

者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又

は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる 

 

第 11 条（保佐開始の審判） 

  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、

配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開

始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 

 

第 15 条（補助開始の審判） 

 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、

四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を

することができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでな

い 

 

第 25 条（不在者の財産の管理） 

従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管理人（以下この節において

単に「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、

その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したと

きも、同様とする。 

第 26 条（管理人の改任） 

  不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利

害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 

 

第 27 条（管理人の職務） 

前 2 条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければな

らない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 

 

第 28 条（管理人の権限） 

  管理人は、第 103 条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、そ

の行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた

権限を超える行為を必要とするときも、同様とする 

 

第 29 条（管理人の担保提供及び報酬） 

  家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 

２ 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬

を管理人に与えることができる。 
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第 103 条（権限の定めのない代理人の権限）  

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 

① 保存行為 

② 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行

為 

第 200 条（占有回収の訴え） 

  占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求す

ることができる。 

２ 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、そ

の承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 

 

第 206 条（所有権の内容） 

 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 

 

第 207 条（土地所有権の範囲） 

 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ 

 

第 209 条（隣地の使用請求） 

1 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、

隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできな

い。 

２  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 

 

第 210 条（公道に至るための他の土地の通行権） 

１ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の

土地を通行することができる。 

２  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地

と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 

 

第 233 条（竹木の枝の切除及び根の切取り） 

１ 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 

２  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 

 

第 251 条 （共有物の変更） 

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 

 

第 252 条 （共有物の管理） 

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決す
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る。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる 

 

第 306 条 （一般の先取特権） 

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 

一 共益の費用 （申立手数料,予納郵券、弁護士費用） 

 以下省略 

第 414 条（履行の強制） 

  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができ

る。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 

２ 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、

債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的

とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 

３ 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将

来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。 

４ 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない 

 

第 415 条（債務不履行による損害賠償） 

  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を

請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったとき

も、同様とする。 

  

第 566 条（地上権等がある場合等における売主の担保責任） 

  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれ

を知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をす

ることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみを

することができる。 

２ 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びそ

の不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 

３ 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内に

しなければならない。 

 

第 570 条（売主の瑕疵担保責任） 

  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第５６６条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合

は、この限りでない 

 

第 697 条（事務管理） 

 義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章において「管理者」という。）は、その事務

の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理（以下「事務管理」という。）
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をしなければならない。 

 

第 709 条（不法行為による損害賠償） 

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損

害を賠償する責任を負う 

 

第 717 条（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任） 

１ 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の

占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに

必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用する。 

３ 前二項の場合において他に損害の原因に付き其責に任すべき者あるときは占有者又は所有者は之に

対して求償権を行使することができる。 

 

第 725 条（親族の範囲） 

  次に掲げる者は、親族とする。 

一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 

 

第 730 条（親族間のたすけ合い） 

  直系血族及び同居の親族は、互いにたすけ合わなければならない。 

 

第 915 条 （相続の承認または放棄をすべき期間） 

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、 

相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係

人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 

 

第 938 条 （相続の放棄の方式） 

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 

 

第 939 条（相続の放棄の効力）  

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 

 

第 940 条（相続の放棄をした者による管理）  

 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができる

まで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 

第 951 条 （相続財産法人の成立）  

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 
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第 952 条 （相続財産の管理人の選任）  

１ 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し

なければならない。 

２ 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなけ

ればならない。 

 

第 953 条（不在者の財産の管理人に関する規定の準用） 

  第 27 条から第条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人（以下この章において単に「相続財産

の管理人」という。）について準用する。 

 

●失火に関する法律（失火法） 

過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法（７０９条）上の損害賠償責任を負わないこと

を定めた法律 

 

●家事審判法 

第９条（不在者の財産管理に関する処分） 

 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。 

甲類 

三 民法第 25条 から第 29 条 までの規定による不在者の財産の管理に関する処分 

 

●行政手続法 

第 12条（処分の基準） 

  行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 

２ 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なもの

としなければならない。 

 

●地方自治法（抄） 

第 138 条４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところ

により、委員会又は委員を置く。 

○２ 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若

しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めること

ができる。 

○３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争

処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができ

る。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 
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第 245 条４（技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求） 

 各大臣（内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行

政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。）又

は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対

し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告を

し、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情

報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 

２ 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の

規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることが

できる。 

３ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機

関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提

供を求めることができる。 

 

●地方自治法施行令（抄） 

第 171 条の 2 （強制執行等） 

普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入に係る債権

（以下「強制徴収により徴収する債権」という。）を除く。）について、地方自治法第二百三十一条の

三第一項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各

号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第百七十一条の五の措置をとる場合又は第百七十一

条の六の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでな

い。 

一 担保の付されている債権（保証人の保証がある債権を含む。）については、当該債権の内容に従

い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を

請求すること。 

二 債務名義のある債権（次号の措置により債務名義を取得したものを含む。）については、強制執行

の手続をとること。 

三 前二号に該当しない債権（第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含

む。）については、訴訟手続（非訟事件の手続を含む。）により履行を請求すること。 

 

●地方税法（抄） 

第 20条 10 （納税証明書の交付） 

地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の

徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項（この法律又はこれに基づく政令

の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含

む。）のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するも

のに限り、これを交付しなければならない。 
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第 22条（秘密漏えいに関する罪） 

 地方税に関する調査（不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。）

若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 （昭和四十四

年法律第四十六号）の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関

する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は

窃用した場合においては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

第 341 条（固定資産税に関する用語の意義） 

 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一  固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 

二  土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 

三  家屋 住家、店舗、工場（発電所及び変電所を含む。）、倉庫その他の建物をいう。 

四  償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産（鉱業権、漁業権、特許権その

他の無形減価償却資産を除く。）でその減価償却額又は減価償却費が法人税法 又は所得税法 の規定によ

る所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政

令で定める資産以外のもの（これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含

む。）をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自

転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。 

五  価格 適正な時価をいう。 

六  基準年度 昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三

の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。 

七  第二年度 基準年度の翌年度をいう。 

八  第三年度 第二年度の翌年度（昭和三十三年度を除く。）をいう。 

九  固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却

資産課税台帳を総称する。 

十  土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登

録した帳簿をいう。 

十一  土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によって固定資産税を課

することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 

十二  家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋（建物の区分所有等に関する法律第二条第三項 の

専有部分の属する家屋（同法第四条第二項 の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区

分所有に係る家屋」という。）の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係

る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。）について第三百八十一条第三項に規定する事項を

登録した帳簿をいう。 

十三  家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によって固定資

産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 

十四  償却資産課税台帳 償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿を

いう。 
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第 343 条（固定資産税の納税義務者等） 

 固定資産税は、固定資産の所有者（質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である

土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。）に課する。 

２  前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税

台帳に所有者（区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条

第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。）として登記又は登録されている者

をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡していると

き、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者とし

て登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において

当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。 

４  市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合に

おいては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課

することができる。 

９  家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。）であつ

て、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付

合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項において「特定附帯設備」

という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該

取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外

の資産とみなして固定資産税を課することができる。 

 

第 349 条の 3の２ （住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例） 

１ 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷

地の用に供されている土地で政令で定めるもの（前条の規定の適用を受けるものを除く。以下本条、第三

百五十二条の二第一項及び第三百八十四条において「住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の

課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格の三分の一の額とする。 

２ 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの（以下本

項において「小規模住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び

前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一

の額とする。 

一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地 

二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に

存する住居で政令で定めるものの数（以下本条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。）

で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあっては当該住宅用地、当該除して得た面積が

二百平方メートルを超えるものにあっては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当す

る住宅用地 

３ 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。 
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第 350 条（固定資産税の税率） 

１ 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。但し、標準税率をこえる税率で課する場合において

も、百分の二・一をこえることができない。 

２ 市町村は、百分の一・七をこえる税率で当該年度分の固定資産税を課するときは、あらかじめ、文書

で、その旨を自治大臣に届け出なければならない。ただし、その所有する固定資産に対して課すべき固定

資産税の課税標準準の額が当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二をこえる納税義務者が

いない場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 

３ 自治大臣は、前項の規定による届出があつた場合には、当該市町村がその届出に係る税率による税

収入を災害その他やむを得ない事情による特別の財政需要に充てる必要があると認められる場合を除く

ほか、当該届出に係る税率を当該税率から百分の一・七までの間に定めるよう指示することができる。 

 

第 351 条（固定資産税の免税点） 

 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資

産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては三十万円、家屋にあっては二十

万円、償却資産にあっては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。

ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、そ

の額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであっても、固定資産税を課するこ

とができる。 

 

第 359 条（固定資産税の賦課期日） 

 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。 

 

第 382 条 3（固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付） 

  市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これら

の者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち

政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない 

 

●地方税法等の一部を改正する法律  

第 349 条の３の２第１項中「受けるもの」の下に「及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２

６年法律第 127 号）第１４条第２項の規定により所有者等（同法第３条に規定する所有者等をいう。）に

対し勧告がされた同法第２条第２項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地」を加える。 

 

●地方公務員法（抄） 

第 34条（秘密を守る義務） 

  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 
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２ 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権

者（退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者）の許可を受けなければ

ならない。 

３ 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 

 

第 60 条（罰則） 

  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 第三十四条第一項又は第二項の規定（第九条の二第十二項において準用する場合を含む。）に違反

して秘密を漏らした者 

 

●戸籍法（抄） 

第 10条 戸籍に記載されている者（その戸籍から除かれた者（その者に係る全部の記載が市町村長の過

誤によってされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によって訂正された場合における

その者を除く。）を含む。）又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本

又は戸籍に記載した事項に関する証明書（以下「戸籍謄本等」という。）の交付の請求をすることができ

る。 

○２ 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 

○３ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送

付を求めることができる。 

 

第 10 条の２ 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の

請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明

らかにしてこれをしなければならない。 

一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 

権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載

事項の確認を必要とする理由 

二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団

体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由 

三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の

利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由 

○２ 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必

要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当

たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項

の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。 

○３ 第一項の規定にかかわらず、弁護士（弁護士法人を含む。次項において同じ。）、司法書士（司法書

士法人を含む。次項において同じ。）、土地家屋調査士（土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。）、

税理士（税理士法人を含む。次項において同じ。）、社会保険労務士（社会保険労務士法人を含む。次項に

おいて同じ。）、弁理士（特許業務法人を含む。次項において同じ。）、海事代理士又は行政書士（行政書士
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法人を含む。）は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍

謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当

該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定め

る事項を明らかにしてこれをしなければならない。 

○４ 第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務

士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸

籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、

当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を

明らかにしてこれをしなければならない。 

一 弁護士にあっては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続について

の代理業務（弁護士法人については弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第三十条の六第一項各号

に規定する代理業務を除く。） 

二 司法書士にあっては、司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第三条第一項第三号及び第六

号から第八号までに規定する代理業務（同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人

については同項第六号に規定する代理業務を除く。） 

三 土地家屋調査士にあっては、土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）第三条第一項

第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務 

四 税理士にあっては、税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第二条第一項第一号に規定する

不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務 

五 社会保険労務士にあっては、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項第一

号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行

政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規

定する代理業務（同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。） 

六 弁理士にあっては、弁理士法（平成十二年法律第四十九号）第四条第一項に規定する特許庁におけ

る手続（不服申立てに限る。）、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続（裁定の取消し

に限る。）についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続（不服

申立てに限る。）についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の

手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業

務（特許業務法人については同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二

第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。） 

○５ 第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業

務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律（平成十五年法律第百十号）第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引

渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法（昭和二十三年法律第百九十九号）第十四条第

二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）第十三

条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法（平成八年

法律第百九号）第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合

には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の
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資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。 

○６ 前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。 

 

第 10 条の３ 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に

当たっている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、

当該請求の任に当たっている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかに

しなければならない。 

○２ 前項の場合において、現に請求の任に当たっている者が、当該請求をする者（前条第二項の請求に

あっては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。）

の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たっている者は、市町村

長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるも

のであることを明らかにする書面を提供しなければならない。 

 

●住民基本台帳法施行令（抄）  

第 34 条（保存） 

  市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製

した日から百五十年間保存するものとする。 

２ 市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるとこ

ろにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情

報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。 

一 住民票の記載又は記載の修正を行ったことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る

者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日 

二 住民票の消除を行ったことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算し

て百五十年を経過する日 

３ 法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するも

のとする。 

 

●消防法（抄） 

第１条（総則） 

 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するととも

に、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて

安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

第３条（火災の予防） 

 消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以

下同じ。）、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火

災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件

の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを
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命ずることができる。 

一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又はその使用に際し火災の

発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る。）の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若

しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 

二 残火、取灰又は火粉の始末 

三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理 

四 放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又は除去 

○２ 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活

動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができな

いため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないとき

は、それらの者の負担において、当該消防職員（消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第四

項（第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。）及び第五条の三第二項において

同じ。）に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合に

おいて、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。 

○３ 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十四条第三項から第六項までの規定は、

前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、

「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。 

○４ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限

が付されている場合にあっては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法

（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせ

ることができる。 

 

●災害対策基本法（抄） 

第１条（目的） 

  この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念

を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にす

るとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その

他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、も

つて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 

第２条（定義） 

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他

の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する

政令で定める原因により生ずる被害をいう。 



58 

 

二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図

ることをいう。 

 

第 62 条（市町村の応急措置） 

 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又

は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防ぎょし、又は災害の拡大

を防止するために必要な応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに実施しなければならない。 

２ 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者その他法令

の規定により応急措置の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに

発生しようとしているときは、地域防災計画の定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事

務若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長の実施する応急措置に協力しなければなら

ない。 

第 63 条（市町村長の警戒区域設定権等） 

  災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を

防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する

者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる

ことができる。 

２ 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう

市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、

同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の

職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならな

い。 

３ 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場に

いない場合に限り、自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第八十三条第二項の規定により派遣を命

ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官（以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。）

の職務の執行について準用する。この場合において、第一項に規定する措置をとつたときは、当該災害派

遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

４ 第六十一条の二の規定は、第一項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。 

 

第 64 条（応急公用負担等） 

  市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町

村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、

若しくは収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で

当該応急措置の実施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」という。）の除去その他必要
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な措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物

等を保管しなければならない。 

３ 市町村長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者そ

の他当該工作物等について権原を有する者（以下この条において「占有者等」という。）に対し当該工

作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 

４ 市町村長は、第二項後段の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがある

とき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工

作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。 

５ 前三項に規定する工作物等の保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべ

き占有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）第

五条及び第六条の規定を準用する。 

６ 第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項後段の規定により保管した工

作物等（第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することができ

ないときは、当該工作物等の所有権は、当該市町村長の統轄する市町村に帰属する。 

７ 前条第二項の規定は、第一項及び第二項前段の場合について準用する。 

 

●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（抄） 

第 1条（目的） 

  この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土

地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生

するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する所要の措

置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等によ

り、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする 

第 7条（土砂災害警戒区域） 

都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に

危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害（河道閉塞による湛

水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第二十七条において同じ。）を防止するために

警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区

域（以下「警戒区域」という。）として指定することができる。 

 

第 9 条（土砂災害特別警戒区域） 

都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物

に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一

定の開発行為の制限及び居室（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第四号に規定する居

室をいう。以下同じ。）を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該

当するものを、土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）として指定することができ

る。 
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●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄） 

第１条（目的） 

  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の

処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを

目的とする。 

 

第２条（定義） 

  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによっ

て汚染された物を除く。）をいう。 

２ この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

 

第７条 （一般廃棄物処理業） 

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業

として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する市町村長の許可を受

けなければならない。ただし、事業者（自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用

の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、

この限りでない。 

 

第 14 条（産業廃棄物処理業） 

  産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の

二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。）の収集又は運搬を業として

行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物

の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業

者（自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集

又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 

 

第 19 条の 4（措置命令） 

  一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準）に適合しない

一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる

おそれがあると認められるときは、市町村長（前条第三号に掲げる場合にあっては、環境大臣。第十九

条の七において同じ。）は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行った者（第六条の二第

一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行った市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項

又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託

をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。）に対し、期限を定め

て、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）を講

ずべきことを命ずることができる。 
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２ 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければな

らない。 

第 19 条の７（生活環境の保全上の支障の除去等の措置） 

  第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれが

あり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等

の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるとき

は、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等

の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨

を、あらかじめ、公告しなければならない。 

一 第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当

該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見

込みがないとき。 

二 第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合におい

て、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。 

三 第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者

が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講

ずる見込みがないとき。 

四 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項又は第十九条の

四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 

２ 市町村長は、前項（第三号に係る部分を除く。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又

は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところによ

り、当該処分者等に負担させることができる。 

３ 市町村長は、第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部

又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところに

より、当該認定業者に負担させることができる。 

４ 市町村長は、第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部

又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号のいずれにも該当すると認められるとき

は、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、

当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、

当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のもので

なければならない。 

５ 前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三

号）第五条及び第六条の規定を準用する。 

６ 第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の

除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定

一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項に規定する者（以下この項において「設置者等」とい

う。）及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その



62 

 

費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わって

取り戻すことができる。 

 

第 22 条（国庫補助） 

  国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物

の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 

 

●建築基準法（抄） 

第１条 （目的） 

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び

財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

第２条（用語の定義） 

 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造の

ものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に

設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に

関する施設並びに跨（こ）線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）を

いい、建築設備を含むものとする。 

二 特殊建築物 学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病院、劇場、観覧場、

集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工

場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供す

る建築物をいう。 

三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処

理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 

四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 

五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、

付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これら

に類する建築物の部分を除くものとする。 

 

第６条（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合に

おいては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、こ

れらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を

建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並

びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構

造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下

同じ。）に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証



63 

 

の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な

変更を除く。）をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとす

る場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含

む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる

建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 

一 別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百

平方メートルを超えるもの 

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若し

くは軒の高さが九メートルを超えるもの 

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都道府県知事

が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観法（平成十六年法律第百

十号）第七十四条第一項の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は都道府県知事が関係市

町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物。 

 

第８条（維持保全） 

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持

するように努めなければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設

備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成

し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有

し、又は管理する建築物については、この限りでない。 

一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの 

二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの 

３ 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の準則又は

計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。 

 

第９条 （違反建築物に対する措置） 

特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物

又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人（請負工事の下請

人を含む。）若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者

に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改

築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するため

に必要な措置をとることを命ずることができる。 

１１ 第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜら

れるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められ

るときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任

した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及び
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その期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措

置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１２ 特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者

がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する

見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、みずから義

務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

 

第 10 条（著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令） 

 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築

設備（いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用

を受けないものに限る。）について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上

危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその

敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、

増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告すること

ができる。 

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場

合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る

措置をとることを命ずることができる。 

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第

二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）

が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はそ

の敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、

増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることが

できる。 

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。 

 

第 12 条（報告、検査等） 

  第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定

めるもの（国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物（以下この項及び第

三項において「国等の建築物」という。）を除く。）及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物（同

号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。）で特定行政庁が指定

するもの（国等の建築物を除く。）の所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三

項において同じ。）は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めると

ころにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者

（次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。）にその状況の調査（これらの建築物の敷地

及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火

戸その他の政令で定める防火設備（以下「建築設備等」という。）についての第三項の検査を除く。）

をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない 
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７ 建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職

員にあっては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十

項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行

に必要な限度において、建築監視員にあっては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該

建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工

事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷

地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関

係がある物件若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若

しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事

監理者、工事施工者若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することがで

きる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない 

 

第 19 条（敷地の衛生及び安全） 

  建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周

囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により

防湿の必要がない場合においては、この限りでない。 

２ 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築

物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためま

すその他これらに類する施設をしなければならない。 

４ 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適

当な措置を講じなければならない。 

 

第 39 条（災害危険区域） 

  地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定す

ることができる。 

２ 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で

災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。 

 

第 41 条の２ （適用区域） 

この章（第八節を除く。）の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 

 

第 42 条（道路の定義） 

 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル（特定行政庁がそ

の地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を

経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。）以上のもの（地下におけ

るものを除く。）をいう。 
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一 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路 

二 都市計画法、土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）、旧住宅地造成事業に関する法律（昭

和三十九年法律第百六十号）、都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）、新都市基盤整備法（昭和四

十七年法律第八十六号）、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五

十年法律第六十七号）又は密集市街地整備法（第六章に限る。以下この項において同じ。）による道路 

三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づ

く条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に存在する道 

四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅

及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のあ

る道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 

五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新

都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地

整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政

庁からその位置の指定を受けたもの 

２ 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づ

く条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅

員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみな

し、その中心線からの水平距離二メートル（同項の規定により指定された区域内においては、三メートル

（特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル）。以下

この項及び次項において同じ。）の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの

水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖

地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみな

す。 

３ 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項

に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内に

おいて、別にその水平距離を指定することができる。 

４ 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道（第一号又は第二号に該当する道にあっては、幅員四メ

ートル以上のものに限る。）で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の

規定にかかわらず、同項の道路とみなす。 

一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道 

二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道 

三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道 

５ 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項

の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界

線とみなす。 

６ 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定

により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 
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第 43 条（敷地等と道路との関係） 

  建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。）に二メート

ル以上接しなければならない。 

一 自動車のみの交通の用に供する道路 

二 地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定によ

り建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。）内の

道路 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

一 その敷地が幅員四メートル以上の道（道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国

土交通省令で定める基準に適合するものに限る。）に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少

数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物

で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可

したもの 

３ 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊

性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認

めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長

さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。 

一 特殊建築物 

二 階数が三以上である建築物 

三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物 

四 延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計。次号、第四

節、第七節及び別表第三において同じ。）が千平方メートルを超える建築物 

五 その敷地が袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう。）にのみ接する建築物

で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの（一戸建ての住宅を除く。）。 

 

●道路法（抄） 

第１条（目的） 

 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用

の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とす

る。 

 

第３条（道路の種類） 

道路の種類は、左に掲げるものとする。 

一 高速自動車国道 二 一般国道 三 都道府県道 四 市町村道 

第 4条（私権の制限） 
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 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を

移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 

 

第 42 条（道路の維持又は修繕） 

 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさな

いように努めなければならない。 

２ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。 

３ 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければな

らない。 

 

第 43 条（道路に関する禁止行為） 

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のあ

る行為をすること。 

 

第 44 条（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務） 

 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止する

ため、道路に接続する区域を、条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める基準に従い、沿道区

域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅二十メートルをこえる区域を沿道区域

として指定することはできない。 

２ 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公示し

なければならない。 

３ 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害

を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防

止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

４ 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合において

は、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険

を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 

第 44 条の 2（違法放置等物件に対する措置） 

 道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放

置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件（以下

この条において「違法放置等物件」という。）が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及

ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。 

一 当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者（以下こ

の条において「違法放置等物件の占有者等」という。）に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置
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をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。 

二 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置

をとることを命ずることができないとき。 

２ 道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等

物件を保管しなければならない。 

３ 道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者

等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示し

なければならない。 

４ 道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれが

あるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返

還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に

比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置

等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。 

５ 道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に

規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。 

６ 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 

７ 第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該

違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。 

８ 第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法

放置等物件（第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することがで

きないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。 

 

第 71 条（道路管理者等の監督処分） 

  道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令

の規定によって与えた許可、承認若しくは認定（以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可

等」という。）を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の

中止、道路（連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。）に

存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を

予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者 

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 

三 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者 

２ 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命

令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。 

一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合 

三 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生

じた場合 
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３ 第四十四条第四項又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、

過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担に

おいて、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わ

ないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告

しなければならない。 

４ 道路管理者（第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項

及び次項において同じ。）は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項

若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条

第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは

第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者（第一項又は第二項の規定による道路管

理者の処分に違反している者を含む。）に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止

を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件に

より生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる

権限を行わせることができる。 

５ 道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の四第一項、第

四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。 

６ 道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯

し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 

７ 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 

 

●道路交通法（抄） 

第 76条（禁止行為） 

  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置しては

ならない。 

２ 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 

３ 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 

４ 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 

一 道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 

二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまってい

ること。 

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為を

すること。 

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又

は発射すること。 

五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 

六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降

り、又はこれらに外からつかまること。 
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七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険

を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為。 

（罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第

百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号） 

 

第 81 条（違法工作物等に対する措置） 

  警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件（以下こ

の節において「工作物等」という。）の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業（以下

この節において「工事等」という。）の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、

道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができ

る。 

一 第七十六条第一項又は第二項の規定に違反して工作物等を設置した者 

二 第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者 

三 第七十七条第一項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者 

四 第七十七条第三項又は第四項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者 

五 第七十七条第七項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じな

かつた者 

２ 警察署長は、前項第一号、第二号又は第三号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないた

め、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該

措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物

等を保管しなければならない。 

３ 警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者

その他当該工作物等について権原を有する者（以下この条及び第八十二条において「占有者等」とい

う。）に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、

その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。 

４ 警察署長は、第二項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあると

き、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還すること

ができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管

に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、

その売却した代金を保管することができる。 

５ 警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定す

る価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。 

６ 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 

７ 第二項から第四項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費

用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。 

８ 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期

限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。 
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９ 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しな

いときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、

警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促

に要した手数料を徴収することができる。 

１０ 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手

数料（以下この条において「負担金等」という。）を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納

処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位

は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

１１ 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。 

１２ 第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した工

作物等（第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することがで

きないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。 

（罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条） 

 

第 82 条（沿道の工作物等の危険防止措置 

  警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著し

く交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他

当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとる

ことを命ずることができる。 

２ 前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これら

の者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該

措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等

を保管しなければならない。 

３ 第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。 

（罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条）  

 

第 83 条（工作物等に対する応急措置） 

  警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交

通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路に

おける交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転

落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。 

２ 前項に規定する措置を採った場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官

は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在

った場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作

物等又は転落積載物等を保管しなければならない。 

３ 第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。 
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●都市計画法（抄） 

第 1条（目的） 

  この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し

必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展

と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

第 2 条（都市計画の基本理念） 

 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確

保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理

念として定めるものとする。 

 

第 3 条（国、地方公共団体及び住民の責務） 

  国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 

２ 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な

都市環境の形成に努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めな

ければならない。 

 

第 5 条（都市計画区域） 

  都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地

を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項

に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要があ

る区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村

の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。 

 

第 5 条の 2（準都市計画区域） 

  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物（以下「建築物等」とい

う。）の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含

み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八

号）その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移

を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれ

ば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一

定の区域を、準都市計画区域として指定することができる 

 

第 7 条（区域区分） 

  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市

計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」という。）を定めることができる。 
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２ 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街

化を図るべき区域とする。 

３ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 

 

●行政代執行法  

第１条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めると

ころによる。 

 

第 2 条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）により直接に命ぜられ、又

は法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他人が代ってなすことのできる行為に限る。）について義

務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履

行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行

為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。 

 

第 3 条 前条の規定による処分（代執行）をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行が

なされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。 

○２ 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁

は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執

行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。 

○３ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前

二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。 

 

第 4 条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示

すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 

 

第 5 条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者

に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。 

 

第 6 条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 

○２ 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 

○３ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共

団体の経済の収入となる。 

 

●農地法（抄） 

第１条（目的） 

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源で

あり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてき

ている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的
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に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用

関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の

安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的と

する。 

 

第 2 条（定義） 

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、

主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 

２ この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族（次に掲げる事由により一時的に住居又

は生計を異にしている親族を含む。）並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親

等内の親族をいう。 

一 疾病又は負傷による療養 

二 就学 

三 公選による公職への就任 

四 その他農林水産省令で定める事由 

 

第 3 条（農地又は採草放牧地の権利移動の制限） 

 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃

借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定

めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。以下例外規定有。 

第 4条（農地又は採草放牧地についての権利取得の届出） 

 

 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事（農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村（以下「指定市町村」と

いう。）の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。）の許可を受けなければ

ならない。以下例外規定有。 

 

第 5条（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限） 

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く。次項及び第四

項において同じ。）にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移

転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。以下例外規定有。 

 

●任意後見契約に関する法律（抄） 

第１条（趣旨） 

  この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監

督に関し必要な事項を定めるものとする。 
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第 2条（定義） 

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

１ 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況

における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る

事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任さ

れた時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。 

２ 本人 任意後見契約の委任者をいう。 

３ 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約

の受任者をいう。 

４ 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受

任者をいう。 

 

第 3 条（任意後見契約の方式） 

  任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。 

 

第 6 条 （本人の意思の尊重等） 

任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務（以下「任意後見人の事務」という。）を行

うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなら

ない。 

 

●民泊新法（住宅宿泊事業法）（抄） 

第 1条（目的） 

 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出

制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講

ずるとにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊

に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国

民経済の発展に寄与することを目的とする。 

 

第 2 条（定義） 

  この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 

一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必

要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 

二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居

者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものと

して国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。 

２ この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。 

３ この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第三条の二

第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させ
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る日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超

えないものをいう。 

４ この法律において「住宅宿泊事業者」とは、次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者をい

う。 

５ この法律において「住宅宿泊管理業務」とは、第五条から第十条までの規定による業務及び住宅宿

泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅（次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。）の維

持保全に関する業務をいう。 

６ この法律において「住宅宿泊管理業」とは、住宅宿泊事業者から第十一条第一項の規定による委託

を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいう。 

７ この法律において「住宅宿泊管理業者」とは、第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を

営む者をいう。 

８ この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締

結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 

二 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理し

て契約を締結し、又は媒介をする行為 

９ この法律において「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）第六条

の四第一項に規定する旅行業者（第十二条及び第六十七条において単に「旅行業者」という。）以外の

者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。 

 

第 3 条（住宅宿泊事業届出） 

 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区（以下「保健所設置市等」という。）であって、その 

長が第 68条第１項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域に 

あっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。）に住宅 

宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営む 

ことができる。 

 

●不動産登記法（抄） 

第 1条（目的） 

この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定め 

ることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 

 

第 48 条（区分建物についての建物の表題登記の申請方法） 

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築 

されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一

棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記

の申請と併せてしなければならない。 
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２ 前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分

建物についての表題登記を申請することができる。 

３ 表題登記がある建物（区分建物を除く。）に接続して区分建物が新築された場合における当該区分

建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併

せてしなければならない。 

４ 前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは

所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物

についての表題部の変更の登記を申請することができる。 

 

 

●登記手数料令（抄） 

第 19 条 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料（第二条第六項から第八項ま 

で、第三条（同条第六項を第十条第三項において準用する場合を含む。）、第四条、第七条、第九条及び第 

十条第二項に規定する手数料を除く。）を納めることを要しない 

 

●借地法（抄）  

第２条（借地権の存続期間） 

借地権の存続期間は、石造、土蔵、煉瓦造または、これに類する堅固な建物の所有を目的とするものに 

ついては 60 年、その他の建物所有を目的とするものについては３０年とする。ただし建物がこの期間の

満了前に朽廃したときは、借地権は、これによって消滅する。契約で、堅固な建物について３０年以上、

その他の建物について 20年以上の存続期間を定めたときは、借地権は前項の規定にかかわらず、その期

間の満了により消滅する。 

 

●借地借家法（抄）  

第 5条（借地上の建物の朽廃に関する経過措置） 附則 

この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃によ

る消滅に関しては、なお従前の例による。 

 

●所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（抄） 

第 2条（定義） 

この法律において「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定

める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地を

いう。 

２ この法律において「特定所有者不明土地」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物（物置その他

の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの（以下「簡易建築物」という。）を

除く。）が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地をいう。 

３ この法律において「地域福利増進事業」とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共

同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 
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一 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）による道路、駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）による路外

駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業 

二 学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の

整備に関する事業 

三 社会教育法（昭和 24年法律第 207 号）による公民館（同法第 42条に規定する公民館に類似する

施設を含む。）又は図書館法（昭和 25年法律第 118 号）による図書館（同法第 29 条に規定する図書

館と同種の施設を含む。）の整備に関する事業 

四 社会福祉法（昭和 26年法律第 45 号）による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業 

五 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業 

六 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業 

七 住宅（被災者の居住の用に供するものに限る。）の整備に関する事業であって、災害（発生した

日から起算して三年を経過していないものに限る。次号イにおいて同じ。）に際し災害救助法（昭和

22 年法律第 118 号）が適用された同法第 2条に規定する市町村の区域内において行われるもの 

八 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資す

るものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるも

の 

イ 災害に際し災害救助法が適用された同法第 2条に規定する市町村の区域 

ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域 

九 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第 3条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共

同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業 

十 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事  

業 

４ この法律において「特定登記未了土地」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等（相続 

による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。）がされていない土地であっ

て、土地収用法第 3条各号に掲げるものに関する事業（第 27 条第１項及び第 39条第１項において

「収用適格事業」という。）を実施しようとする区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業の

円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをい

う。 

 

第 36 条（立入調査） 

  都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所

有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物その他の工作物に立ち入り、その状況を

調査させることができる。 

２ 第 13 条第 6項及び第 7項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。 

 

第 38 条（不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例） 

  国の行政機関の長又は地方公共団体の長（次条第 5項において「国の行政機関の長等」という。）

は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対
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し、民法（明治 29年法律第 89号）第 25条第 1項の規定による命令又は同法第 952 条第 1項の定に

よる相続財産の管理人の選任の請求をすることができる。 

 

 ●鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 

 

●宅地建物取引業法（抄）  

第 1 条（目的） 

  この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行

うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物

取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図る

ことを目的とする。 

 

第 2 条（用語の定義） 

   この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一

項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施

設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 

二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物（建物の一部を含む。以下同じ。）の売買若しくは交換又は

宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをい

う。 

三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 

四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう 

 

第 8 条（宅地建物取引業者名簿） 

国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあってはその免許

を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあってはその免許を受けた宅

地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる

事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。 

一 免許証番号及び免許の年月日 

二 商号又は名称 

三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏 

  名 

四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 

五 事務所の名称及び所在地 

六 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名 

七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日 

八 その他国土交通省令で定める事項 
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第 15 条（宅地建物取引士の業務処理の原則） 

   宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家とし

て、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に

定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければな

らない。 

 

第 31 条（宅地建物取引業者の業務処理の原則） 

  宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければなら

ない。 

２ 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たっては、投機

的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。 

 

第 32 条（誇大広告等の禁止） 

   宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所

在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、

借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせ

んについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有

利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 

 

第 34 条（取引態様の明示） 

  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約

の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借

を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別（次項において「取

引態様の別」という。）を明示しなければならない。 

２ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞な

く、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。 

 

第 34 条の 2（媒介契約） 

  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約（以下この条において「媒介契

約」という。）を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印

し、依頼者にこれを交付しなければならない。 

一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、

構造その他当該建物を特定するために必要な表示 

二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 

三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代

理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する

事項 
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四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査（建物の構造耐力上主要な部

分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの（第三十七条第一項第二号の二に

おいて「建物の構造耐力上主要な部分等」という。）の状況の調査であって、経年変化その他の建物

に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをい

う。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。）を実施する者のあっせんに関する事項 

五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項 

六 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項 

七 報酬に関する事項 

八 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項 

２ 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明

らかにしなければならない。 

３ 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒

介契約（以下「専任媒介契約」という。）の有効期間は、三月を超えることができない。これより長

い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。 

４ 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を

超えることができない。 

５ 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通

省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、

売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通

大臣が指定する者（以下「指定流通機構」という。）に登録しなければならない。 

６ 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を

遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。 

７ 前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約

が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流

通機構に通知しなければならない。 

８ 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は

交官の申し込みが熱田土岐は、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。 

９ 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専

任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上（依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相

手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあって

は、一週間に一回以上）報告しなければならない。 

１０ 第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。 

 

第 34 条の 3（代理契約） 

  前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準

ずる。 
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4．別添 空き家相談・資料編 

■日本の法体系・条例と他法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

地方公共団体 

法
律 

命
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政
令 

省
令 

憲
法 

条
例 

規
則 

通
達 

指針 

ガイドライン 

内閣が 

制定 

各省大臣

が制定 

上級行政が下級行政

向けに対して発令 

行政内部の職員

向け手引き書 

地方公共団体の

長が制定 

法律の範囲内で地方

公共団体が制定 
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■空き家の管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空き家の区分 

 

・空家等 

（空家特措法） 

 

①特定空家等・・市町村が空家特措法により認定 

 

②特定空家等以外の空家等 

 

・空き家 

（国土交通省） 

 

①二次的住宅 

週末や休暇時に避暑・保養などの目的で使用される別荘 

 

②賃貸・売却用の住宅（流通化している） 

新築・既存を問わず、賃貸・売却用の為に空き家になっている 

 

③その他の住宅（流通化していない） 

上記（①・②）以外に人が住んでいない住宅。転勤・入院など長

期不在、解体予定、相続した実家など 

 

空き家 

予備軍 

管理不全 

（危険空き家等） 
空き家 

予防 

 

 

 

 除却 
管理 

利活用 

再利用 

 かたづけ 
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■空家等対策の推進に関する特別措置法・概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国（国土交通大臣及び総務大臣） 

空き家等（2 条 1項） 

 基本的な情報の収集 

所有者等による 

空家等の適切な管理 

（１２条） 

空家等及び 

その跡地の利用 

（１３条） 

空き家等 

所有者 

（３条） 

 

具体的な措置の実施 

基本指針の策定（５条） 

 

都道府県 

市町村に対する必要な援助（８条） 

市町村 

●空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施・必要な措置を講ずる（４条） 
●国の基本方針に即した、空家等対策計画の策定（６条） 

協議会（7条） 

立ち入り調査（9条 2 項） 

過料 

（16 条） 

 指導・助言（１４条１項） 

勧 告（１４条２項） 

 命 令 （１４条３項） 

行政代執行 

(14 条 9・10項) 

特定空家等（２条２項） 

財政上の措置・税制上の措置（１５条） 

略式代執行 

(14 条 10 項) 

●必要な調査（9条 1項） 

●所有者等に関する情報の利用（10 条） 

●データベースの整備（11 条） 
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■特定空家等に対する措置(フローチャート図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関与要 

特定空家 

でないと判断 
 特定空家と判断 

所有者等を確知できない場合 

関係部局への 

情報提供 

協議 

判明 

不明 

判明（緊急） 

照会・回答 判明または不明 

※法＝空家等対策の推進に関する特別措置法 

関与非 

判明（緊急） 

協議 

現地確認 

（法第 9条大 1項）

公告 

（法第 14 条第 10 項） 

標識の設置と公示 

（法第 14 条第 11 項） 

過料（法第 16 条第 1項） 

指導・助言（法第 14 条第 1項） 

事前通知（法第 14 条 4 項） 

所有者等の調査 

（法 10 条） 
税務部局等 

民事レベル解決 

建築基準法、道路法 

等他法令の確認 

改善依頼・助言 

（法第 12 条） 

立入調査 

（法第 9条第 2項） 

空家等対策協議会（法第 7条） 

（特定空家等に該当するか否かの判断に関する意見） 

過料 

（法第 16 条第 2

意見書提出、意見聴取（法第 14 条第 6～8項） 

改

善 

行政代執行 

（法第 14 条第 11 項） 

略式代執行 

（法第 14 条第 10 項） 

行政関与の判断 

勧告（法第 14 条 2 項） 

命令（法第 14 条第 3項） 
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■苦情・通報(フローチャート図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

■利活用フロー 

   チャート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

■ 特定空家等に対する措置フローチャート図 

隣地が放置され 

空き家になった 

将来の利活用に 

向けて進む 

自宅や生活環境等

に被害が生じて 

いる 

（苦情・通報） 

スタート 

ゴール 

Ⓐ空き家所有者

等を把握して

いるか 

Ⓑ空き家所有者

等に被害弁済

を求める 

民事レベルで 

自己解決を図る

か 

行政に相談をす

る 

建築基準法や道

路法等の法令で

対処可能か 

法令に基づく 

是正措置 

法律の専門家に 

解決を相談する 

Ⓑへ 

Ⓐへ 

法務局で空き家登

記簿等を入手する 

空き家所有者等が 

弁済に応じる 

登記簿等に記載さ

れた情報等で空き

家所有者等と連絡

が取れるか 

法律の専門家に 

空き家所有者の連

絡先について調査

依頼 

空き家が空家法の

特定空家等に該当

するか 

空家法等の法令や

即時執行（緊急安

全措置等）の条例

に基づく是正措置 
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■利活用(フローチャート図) 

 

 

 

 

Yes 

 

           No 

 

 

 

 

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⓒ 

  

  

                                                    

 Ⓒ         Ⓒ 

空き家はどのよう

な建物か知ってい

ますか 

スタート 

空き家の利活用に

ついて建築・不動

産の専門家と相談 

建物の分類 

１号～４号の確認 

空き家バンク登録 

建築分類４号建物 

大規模の修繕と模

様替え 

用途変更の検討 

空き家を利活用 

しますか 

建築基準法の接道

要件を満たしてい

ますか 

建築検査済書があ

る 

新築・増築等の確

認申請を行う 

Ⓒ空き家の除去・

売却について 

検討 

立て替えの検討 

ゴール 

空き家が既存 

不適格に該当 
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■都市計画区域と地域・地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋ 

＋ 

都市計画区域外 都市計画区域 

準都市計画区域 

(都計法 5 条の 2) 

用
途
地
域
内
に
は
限
ら
れ
な
い 

補
助
的
地
域
・
地
区
协
必
要
が
あ
れ
ば
定
め
る
卐 

未線引区域 

・必要があれば用途

地域を定める 

市街化区域 

・必ず用途地域を 

定める 

市街化調整区域 

・原則として用途地

域を定めない 

特定用途制限地域 

➠未線引き区域か準都市計画区域内に

良好な環境の形成保持のため定める 

特定街区 

都市再生特別地区 

防火地域 

準防火地域 

景観地区 

風致地区 

特別用途地区 

用途地域内の一定の地区で、用途地

域を補完するために定める。 

高度地区 

高度利用地区 

伝統的構造物群保存地区 

その他、駐車場整備地区、臨港地区、生産緑地地区

など。各法律に基づいて指定される地区等 

➠都市計画区域外に

は、原則として都市

計画法の適用がな

く、従ってそのエリ

アでは都市計画も策

定されないし、地

域・地区の指定もな

されない。ただし、

準都市計画区域を定

めた場合の特定用途

制限地域の指定や、

都市施設に関する都

市施設に関する都市

施設に関する都市計

画ついて（都計法 11

条 1 項）は例外にあ

おいても行われる。 

用途地域 

・低層住宅専用地域（１種・２種） 

・中高層住宅専用地域（１種・２種） 

●住居地域（１種・２種） 

●準住居地域 

●近隣商業地域 

●準工業地域 

・商業地域 

・工業地域 

・工業専用地域 

高層住宅誘導地 特例容積率適用区
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■日本の国土の区分と都市計画・空き家分布 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

 

 

 

                                         

 

 

                                            

住居地域 

市街化区域 

住居専用地域 

住居専用地域 

市街化調整区域 

都市計画区域 

（２６％） 

都市計画区域外 

（７４％） 

非線引都市計画区域 

その他 

 

準都市計画区域 

   

準工業地域 

市街化調整区域 

 商業地域 

道路 

空き家 
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■建築基準法概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 

築 

基 

準 

法 

総則 

（第１章） 

建築協定 

（第４章） 

建築審査会 

（第５章） 

罰則（第 7章） 

雑則 

（第６章） 

目的、用語の定義、国宝・重要文化財等の建築物や既存不適格 

建築物等の適用の除外、建築主事、建築確認、是正命令等 

建築物の敷地の衛生・安全、構造耐力、防火に関する制限、採

光・換気に関する制限、避難に関する制限等 

※１ 単体規定：建築物そのものの安全性を確保する規定（全国で適用） 

※２ 集団規定：都市計画区域における人口・産業の集中に伴う生活環境や都市機能の低下を防止する

ための基準（68 条の 9 の規定を除き都市計画区域及び準都市計画内にのみ適用） 

仮設建築物に対する制限の緩和、１つの敷地とみなすこと等によ

る制限の特例、既存建築物に対する制限の緩和等 

単体規定 

（第２章） 

防火地域・準防火

地域の制限 

建築物の形態制限 

建築物の用途制限 

きめ細かい建築制限 

敷地と道路の関係 
・道路の定義、接道義務、道路内

の建築制限等 

・用途地域、特別用途地区内の制

限等 

・容積率、建ぺい率、高さの制

限、斜線制限、日影規制等 

・耐火建築物、屋根・外壁の開

口部の防火措置等 

・市町村の条例に基づく制限、

地区計画等の制限 

集団規定 

（第３章） 
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■建築物の分類（建築基準法） 

 用語・構造 規模 条文 

１号建築物 
特殊建築物 その用途の床面積＞１００㎡ 

※階数・構造問わず 

法６条１項１号 

 

２号建築物 
木造 階数≧３、延べ面積＞５００㎡、 

高さ＞１３ｍ、又は軒髙＞９ｍ 

法６条１項２号 

 

３号建築物 
木造以外 階数≧２ 

又は延べ面積＞２００㎡ 

法６条１項３号 

 

４号建築物 
(１)～(３)以外の 

すべての建築物 

概ねその他の空き家が該当 法６条１項４号 

 

 

■建築物の分類と建築確認申請との関係 

適用区域 建築の分類 

工事種別 

建築 

新築・増築 

改築・移転 

大規模の 

修繕・模様替 

用途変更 

200 ㎡を超える 

全国 

1 号建築物 申請必要 申請必要 申請必要 

2 号建築物 申請必要 申請必要 申請不要 

3 号建築物 申請必要 申請必要 申請不要 

都市計画区域 

準都市計画区域 

知事指定区域 

４号建築物 申請必要 申請不要 申請不要 

※ 建築確認申請が不要でも、法に適合するよう維持・管理が必要です 

◇工事種別 

工事種別 用語説明 

新築 更地に新しく建築物を建てること 

増築 建物の床面積を大きくすること 

改築 古い建物を壊して、新しい建物を建てること 

大規模修繕 同じ材料を用いて元の状態に復元し、建築当初の価値を回復させること 

大規模模様替 建築物の材料や仕様を替えて、建築当初の価値の低下を防ぐこと 

用途変更 現在の建物の使いみちを、別の使いみちに変える手続きのこと 
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■道と道路 

道：道とは古来より自然発生的に生じた「人や車などが往来するための所」（広辞林） 

    →建築基準法には道という用語は定義されていません。道から道路が出来た。 

道 路：建築基準法第 42条に規定  

特定行政庁が指定した区域においては６ｍ以上とされています。その詳細については 1 項 1 号

から 5号までに規定されています。（①から⑤）また、法 42条には、「法の適用及び都市計画区

域に指定される以前から存在した４ｍ未満の道で、特定行政庁の指定したものについては建築

基準法の道路とみなします」（⑥以下） 

◇建築基準法が定める接道要件を満たす道路 

 道の呼称 公道･私道 建築基準法 根拠法等 

① 1 号道路（道路法の道路） 公道・私道 建築基準法 42-1-1 道路法による４ｍ以上の道路 

② 2 号道路（開発道路） 私道・公道 建築基準法 42-1-2 都市計画法、土地区画整理法他 

③ 3 号道路（既存道路） 私道 建築基準法 42-1-3 都市計画法等 

④ 4 号道路（計画道路） 公道 建築基準法 42-1-4 道路法、都市計画法他 

⑤ 5 号道路（位置指定道路） 私道 建築基準法 42-1-5 民間の築造 地目：公衆用道路 

⑥ 2 項道路（みなし道路） 公道・私道 建築基準法 42-2 ４ｍ未満 

⑦ 3 項道路 公道 建築基準法 42-3 2 項道路の例外 

⑧ 4 項道路 公道 建築基準法 42-4 6m 区域指定 4m 以上 

⑨ 5 項道路 公道 建築基準法 42-5 6m 区域指定 4m 未満 

⑩ 6 項道路 公道・私道 建築基準法 42-6 1.8m 未満の 2項道路 

◇道路交通法の道路 

 道路交通法「道路」 道路等の種類 根拠法 

1 道路法の道路（公道） 高速道路・国道・県道・市町村道 道路交通法 2-1･3 

2 自動車道 専用自動車道・専用以外の道路 道路運送法 2-8 

3 一般交通の用に供するその他の場所 農道・林道・赤道・河川道・私道  

◇土地改良法の道路：農道：農業用道路 農免道路：農林水産省が整備◇森林法の道路：林道  

◇国有財産法：里道（赤道） ◇不動産登記法：公衆用道路（不動産登記簿上の地目）  

◇公道と私道 

建築基準法上は、公道と私道の区別や定義が存在しません。個人や法人などの民間で管理されている私

道も建築基準法の道路として扱うことが出来ます。 

 

 

 

 

  

◇道路交通法の道路 

◇土地改良法の道路 

◇森林法の道路 

◇国有財産法の道 

◇不動産登記法の道路 

◇建築基準法の道路 

私道 公道 
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■建築接道要件 

＜50 年前＞

現在＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 

1-2 

1-1 1-6 1-3 

未接道地 

（再建築不可） （再建築不可） 

セットバック 

公道：建築基準法上の道路（４m） 

1-2 

２
ｍ 

２
ｍ 

接道要件 

1-5 1-4 

未接道地 
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１）表題部 

①土地の表示登記 

②土地の不動産番号（不動産番号にて個々の不動産を特定できます。） 

③土地の所在  ④土地の地番  ⑤土地の地目 

⑥土地の地積（地目が『宅地』及び『鉱泉地』、地積が１０㎡未満のものは小数点以下２位まで表示され

ます。） 

⑦分筆や合筆、地目変更等（行われた登記の原因が表示されます。） 

  

（２）権利部（甲区） 

⑧登記の目的：所有権移転の履歴が表示されます。現在や、過去の所有者の住所と氏名がわかります。 

  

（３）権利部（乙区） 

⑨所有権以外に関する事項：抵当権の場合は、いつ借入したか、利息は何%か確認できます。 

  

（４）共同担保目録 

⑩共同担保目録の記号及び番号です。 

⑪共同担保になっている不動産（土地・建物）がわかります。 

 

表示登記（表題登記）は、不動産（土地・建物）で一番最初に行う登記です。 

建物で一番最初に行う登記は、『建物表題登記』、 

土地で一番最初に行う登記は、『土地表題登記』、 

これらの登記が行われると、不動産（土地・建物）の登記記録の『表題部』が作成され、次に権利登記（権

利に関する登記）の１つである所有権保存登記を行うことで、登記記録の『権利部（甲区）』が作成され

ます。 

表示登記は、原則として所有者に表示登記の申請義務が課されています。 

土地が新たに生じたら、無くなったら（滅失）、地積や地目の変更があったら、その不動産の所有者は、

1 ヶ月以内に表示に関する登記をしなければなりません。守らないと 10 万円以下の過料となるとされて

います。  

 

しかし、日本中に、表示の登記がされていない土地や建物が数え切れないほどあるのが現状です。 

ですので、現状として、表示登記をしないという選択肢もあります。 

法律では、表示登記は所有者が自分で行うことが原則となっています。自分で表示登記ができない場合

は、代理人に依頼し、代理人が行います。 

表示登記は、土地家屋調査士だけが業務としてできる登記なのです。 

登記記録は、「表題部」と「権利部」に分かれており、さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれてお

り、登記記録は最大で表題部・権利部甲区・権利部乙区の３つで構成されています。 

さらに、権利部乙区にある抵当権（根抵当権）にある債権の担保になっている他の不動産が掲載された共

同担保目録があります。
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１）表題部 

①建物の表示登記 ②建物の不動産番号（不動産番号にて個々の不動産を特定できます。） 

③建物の所在 ④建物の家屋番号 ⑤建物の種類 ⑥建物の構造 ⑦建物の各階の床面積 

⑧新築や増築、取り壊し等（行われた登記の原因が記載されます。） 

⑨表題部の所有者（建物表題登記を行うと、この欄に所有者が記載され、保存登記を行うと『権利部（甲

区）』に所有者が記載され、この欄は抹消されたとして、下線が引かれます。） 

  

（２）権利部（甲区） 

⑩登記の目的誰から誰が、どのようにして所有者になったかなどが表示されます。現在の所有者や、過去

の所有者の住所と氏名がわかります。 

  

（３）権利部（乙区） 

⑪所有権以外に関する事項が表示されます。抵当権の場合は、いつ借金をしたのか、利息は何%なのかも

わかります。 

  

（４）共同担保目録 

⑫共同担保目録の記号及び番号です。 

⑬共同担保になっている不動産（土地・建物）がわかります。 

■公図 

 

公図には、所在、地番、縮尺、精度区分、座

標系番号又は記号、分類、種類などがあり、

わかるものはそこに記載されていますが、な

い、わからないものは記載がありません。 

一番下には、年月日の記載があり、法務局の

登記官の名前が記載され、この公図の内容を

証明しています。 

公図と呼ばれるものは、「地図」（法 14 条地

図）と「地図に準ずる図面」の 2種類に大き

く分かれます。精度の高い低いが大きな違い

です。 
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■親族系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■法定相続人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父 母 

本人 姉 兄 

長男 長女 次男 
次 男

の嫁 

甥 姪 

孫 

第
２
順
位 

第
１
順
位 

第
３
順
位 

第 1 順位 

第２順位 

第３順位 

(

常
に
相
続
人) 

配偶者 

直系卑属 

直系尊属 

兄弟姉妹 
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■不動産の価格 

◇一物四価 
価格の種類 公示価格 基準地価格 相続税路線価 固定資産税評価額 

評価目的 

土地の取引の指標、公

共事業用地の取得価

格査定の基準、不動産

鑑定の基準等 

土地取引規制の価格

審査、公共事業用地の

買収価格の算定の基

準等 

相続、遺贈又は贈与の

財産の相続税及び贈

与税の財産の評価 

固定資産税・都市計

画税、登録免許税等

の基準 

評価主体 国土交通省 都道府県 国税庁 
市町村（東京都 23 区

は東京都） 

価格基準日 毎年１月１日 毎年７月１日 毎年１月１日 
基準年（３年ごと） 

毎年１月１日 

公表時期 毎年３月 毎年９月 毎年７月 基準年の４月 

調査地点等 
都市計画区域 

全国約 26,000 地点 

都市計画区画、一部都

市計画区画外 

全国約 22,000 地点 

全国路線価地区 

路線のないところは

倍率方式 

課税対象土地・家屋

の全て 

◇固定資産税課税明細書 

所有者 空き家太郎 外 1 名 通知書番号 １００２００ 

所 在 ・ 地 番 ま た は 仮 換 地 名 価 格 備 考 

土

地 

登 記 地 目登 記 地 積 ㎡ 固定前年度課税標準額円 住宅用地区分 固定資産税 

本則課税標準額円 

固定資産税  

課税標準額円 

固定資産税 

軽減税額円 

固定資産税 

相 当 税 額 円 課 税 地 目課 税 地 積 ㎡ 都計前年度課税標準額円 市街化区分 

家

屋 

種  類 登 記 床 面 積 ㎡家 屋 番 号  都市計画税 

本則課税標準額円 

都市計画税 

課税標準額円 

都市計画税 

軽 減 税 額 円 

都市計画税 

相 当 税 額 円 構  造 課 税 床 面 積 ㎡ 建築年 階層数 市街化区分 

○○市△△町□丁目１００番地 6000000 

土

地 

宅  地 20000  住宅用地 1000000 1000000  14000

宅  地 20000  １ 2000000 2000000  6000

○○市△△町□丁目１００番地 4000000

家

屋 

居宅（専用住宅）    4000000 4000000  56000

木  造 15000 Ｓ６１ 地上 2 階 １ 4000000 4000000  12000

※税率  固定資産税 1.4/100  都市計画税 0.3/100 

100 

80 
70 

 

※90～110 

 

 

 

 

 

公
示
価
格 

相
続
税
路
線
価 

固
定
資
産
税
評
価

（実勢） 

価
格
に
幅
が
あ
る 実

勢
価
格 

※個々の取引価格は市況や事情により更に上下に変動することがある 
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■相続放棄関連図 

相続放棄をした者 相続財産法人 
空き家等の 

維持管理 

利害関係人・特別縁故

者・検察官 
相続財産管理人 

相続開始から 3 か

月以内に家庭裁判

所に相続放棄の申

述書を提出。 

（民 938 条） 

相続財産を継

ぐ人がいない

場合に法人化 

（相続人全員

が相続放棄） 

相続財産管理人

が選任されるま

で相続放棄をし

た者が行う。      

（民 940 条） 

 

特別縁故者：内縁の妻

や夫、事実上の養子、

療養看護をしてきた

人等。 

 

 

他の相続人に通知 

 

  

管理義務の程度： 

自己の物と同一

の管理義務 

相続財産管理人の選任

の申立てを行い、予納

金を裁判所に支払う。

裁判所からの追納有。 

予納金：相続財産

管理人への報酬 

  相続財産管理人

が管理 

 相続財産法人を換

価して利害関係人

への清算や特別縁

故者への財産分与

を行う。 

 相続財産法人

の消滅 

  余剰部分を国庫に

帰属 

 

■農地法 

 市街化区域 市街化調整区域・未線引き 

農地法 3 条：農地の売買 許可申請 許可申請 

農地法 4 条：農地以外に転用 届出 許可申請 

農地法 5 条：農地以外に転用・売買 届出 許可申請 

※担当窓口は各市町村の農業委員会 

■行政窓口提出書類 

届出 登録 免許・許可 

役所に提出 役所が登録簿（帳簿）に記載 役所が審査 

出生・死亡届 

国土法の届出 

農地法５条の届出 

 (市街化区域の農地) 

宅建士の登録 

自動車の登録 

（ナンバープレート） 

相談員の登録 

宅建業の免許 

自動車運転免許 

都計法の開発許可 

農地法 3 条の許可 

※許可：法令で禁止されている行為 VS 認可：役所の同意を得るための行為 
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あ                      

青地                   6 

空家等対策の推進に関する特別措置法   25 

空き家バンク              33 

空き家予備軍              12 

い                      

遺言                                    11 

遺産分割                                11 

意思能力                          10 

位置指定道路                            93 

違法建築物                           18 

姻族                        10 99 

え                      

エンディングノート                    11 

か                      

外部不経済                       12 

課税地目                          100 

ガイドライン                    24 83 

過料                            37 85 

勧告                               34 85 

管理不全                              20 

き                      

規則                                 24 83 

基準値価格                             100 

（旧）既存宅地                          18 

既存不適格建築物                        18 

狭隘道路                                14 

協議会                               30 85 

共同担保                             96 98 

共同長屋                                19 

行政関与の判断                          27 

行政代執行                        36 85 86 

緊急措置                          20 42 43 

近隣商業地域                            89 

け                      

兄弟姉妹                                99 

契約不適合責任                          17 

血族                                 10 99 

建築確認                          62 91 92 

建築基準法第４３条 2項 2号           15 67 

建築主事                                91 

建ペイ率                                91 

憲法                                44 83 

権利調整                              17 

権利部                             96 98 

こ                      

公図                                 98 

公示価格                             100 

工業地域                              89 

工業専用地域                           89 

工作物責任                             20 

固定資産税の軽減措置                   14 

固定資産税評価額                      100 

さ                      

災害廃棄物                            22 

再建築不可                            14 

し                      

指導・助言                            34 

市街化区域                         89 90 

市街化調整区域                      89 90 

資産凍結                              11 

死後事務                              12 

失火責任法                         21 49 

住居地域                           89 90 

集団規定                              91 

商業地域                           89 90 

自力救済の禁止                        22 

直系尊族                              99 

直系卑属                              99 

省令                               24 83 

白地                                   6 

準住居地域                             89 

準工業地域                          89 90 

準都市計画区域                      89 90 

せ                      

政令                               24 83 

成年後見制度                           16 

 

索引 
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接道義務                        67 91 93 

セットバック                        93 94 

専門相談                                3 

そ                      

総合相談                               3 

相続放棄                           22 48 

相続財産管理人                    49 101  

相続税路線価                         100 

相続財産法人                      48 101 

その他の住宅                          84 

た                      

大規模修繕・模様替                    92 

宅地建物取引業法                   19 79 

立ち入り調査                    31 85 86 

ち                      

地域福利増進事業                   23 78 

中高層住宅専用地域                     89 

賃貸・売却用の住宅                     84 

つ                      

通達                                 83 

て                      

低層住宅専用地域                      89 

電話相談                             13 

と                      

登記地目                        96 100 

登記事項証明書                   9 95 97 

道路法                             67 93 

道路交通法                            70 

都市計画区域                    73 89 90 

都市計画税                           100 

特定空家等                         26 33 

特別縁故者                           101 

届出                               101 

土地改良法                            16 

土砂災害特別警戒区域                  15 

努力義務                        22 26 27 

な                      

内容証明                              17 

名寄せ台帳                         18 71 
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    《事業担当者》 
 
 
       林直道  (NPO)空き家相談士・岐阜県空家等総合相談員 
       飯田敏春 (NPO)空き家相談士 
       藤井聖司 (NPO)空き家相談士 
              足立学  (NPO) 
       高橋邦一 (NPO)空き家相談士・岐阜県空家等総合相談員 
       清水孝明 (羽島市) 
       名和泰典 (NPO)空き家相談士・岐阜県空家等総合相談員 
               
 
          《事業協力》 
         
                 羽島市 

 
         一般社団法人 全国空き家相談士協会 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

令和元年度 国土交通省空き家対策の担い手強化連携モデル事業 
ーファーストコンタクト強化事業ー 

 
 

令和 2 年 2 月 
 

 
 

 特定非営利活動法人 岐阜空き家相続・共生ネット 
500–8857 岐阜市坂井町 1−24  Agora 岐阜 

 TEL 058–253−5255  http://www.gifu–akiya.net/ 
 
 
 

 


